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＜これまでの実施状況＞

Ⅲ最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者への支援

◆「賃上げ」支援助成金の周知

・労使関係団体、業種別団体、

社労士会等を通じた事業主への周知。

・労使関係団体のセミナーや説明会での説明。

・ぎふ労働局通信（臨時号）発行による広報。

◆業務改善助成金申請状況
交付申請629件

  （昨年同期 592件 昨年比106.3％）

◆ぎふ働き方改革推進支援センターによる支援
実績（４～１２月累計）
・相談支援数 78件（全897件中）
・セミナー（含Web） 2件（全 56件中）
（「生産性向上による賃金引上げ」、「業務改善
助成金」に関するもの）

●生産性向上（設備・人への投資等）や非正規雇用労働者の処遇改善等を通じ、賃上げを支援する「賃上げ」支援助成金パッケージ
の周知。

●業務改善助成金により企業のニーズに応じた支援をするとともに、「ぎふ働き方改革推進支援センター」において生産性向上等に取
り組む事業主を支援。

（１）賃金の引上げに取り組む中小企業等への支援

＜今後の取組＞

・助成金の活用に向けた周知、ぎふ働き方改革推進支援センターによる相談支援やセミナー等を積極利用勧奨。
・地域の政労使の代表者や地方公共団体の協力を得て、地方版政労使会議等を開催し、賃上げに向けた機運醸成に努める。 1



（２）最低賃金制度の適切な運営

Ⅲ最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者への支援

＜これまでの実施状況＞

＜今後の取組＞

2

●最低賃金が賃金額のセーフティーネットとして適切に機能するように、県内の経済動向等を踏まえつつ、岐阜地方最低賃金審
議会の円滑な運営を図る。

●改正最低賃金の履行確保を図るため、積極的な広報、地方公共団体の広報誌掲載等により広く県民に周知を行うととともに、
問題業種等に対する監督指導を実施。

◆地域別最低賃金は７月１日に改正諮問。５回の専門部会を経て８月21日答申。10月18日発効、1,001円から64円UPの1,065円。

◆特定最低賃金３業種は７月１日に改正決定の必要性の有無について諮問、８月21日に自動車必要性有り、航空機、電機につい
ては必要性無しの答申。自動車専門部会での審議を経て10月14日、自動車1,057円から60円UP の1,117円で答申を受けた。12月
21日発効。

◆県及び県内市町村へ広報誌、ホームページへの周知掲載を依頼。１２月末日現在で県及び全ての市町村で掲載された。

◆10月８日までに県及び県内市町村、行政機関、各種団体（378か所）に対して周知用ポスター等の掲示を依頼。

◆ 12月1日までに特定最低賃金の改正内容を含めたポスター、リーフレットを県及び県内市町村、行政機関、各種団体に周知依頼。

・各労働基準監督署において、第４四半期に最低賃金の履行確保を図るため、監督指導を実施。

各
務
原
イ
オ
ン
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

特
定
最
賃
を
含
め
た
ポ
ス
タ
ー

J
R

土

岐

市

駅



（３）同一労働同一賃金の遵守の徹底

Ⅲ最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者への支援

●パートタイム・有期雇用労働法の報告徴収や労働者派遣法の指導監督を、労働基準監督署、雇用環境・均等室及び需給調整事業
室が連携のうえ、効率的に実施し、是正指導の実効性を高めることで、同一労働同一賃金の遵守徹底を図る。

＜これまでの実施状況＞

＜今後の取組＞

・ 労働基準監督署が回収したチェックリストをもとに、パートタイム・有期雇用労働法に基づく報告徴収を行い、法違反が確認された場
合は是正・指導を行うとともに、法違反には当たらないものの、基本給・賞与の均等・均衡待遇に関する改善に向けた取組が望まれ
る企業に対しては、助言を行い、見直しを勧奨する。

・ 同一労働同一賃金ガイドライン等が改正された場合には、その円滑な施行・適用に向けて、改正内容について労使等の関係者に
十分に理解されるよう、周知・啓発に取組む。
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（４）非正規雇用労働者の処遇改善・正社員転換を行う企業への支援

＜これまでの実施状況＞

＜今後の取組＞

・引き続き助成金の活用勧奨を図るとともに、ぎふ働き方改革推進支援センターによるコンサルティングを実施し、非正規雇用労
働者の処遇改善につなげる。

●非正規雇用労働者の処遇改善等に取り組む事業主を支援する「キャリアアップ助成金」各コースの周知や活用勧奨（年収の壁対策
を含む。）を図り、ぎふ働き方改革推進支援センターみよる相談支援やコンサルティング等のきめ細かな支援を行う。

◆監督署のチェックリスト回収企業数

◆ぎふ働き方改革推進支援センターによる支援実績（４～１２月累計）
・相談支援数 65件（全897件中）
・セミナー（含Web） 15件（全 56件中）
（「同一労働同一賃金」、「キャリアアップ助成金」に関するもの）

パートタイム・有期雇用労働者
（うち、法違反の疑いがあるもの）

546社
（48社）

派遣労働者 161社

◆パートタイム・有期雇用労働法の報告徴収

報告徴収実施企業数 （うち監督署チェックリスト契機） 185 社（135社）

助言実施企業数 161社

法第18条助言件数（法違反）
（うち均等待遇：法第８条）

290件（29件）

賞与・基本給に関する法第19条助言企業数
（法違反ではないもの）

93社



（１）教育訓練給付等による労働者個々人の学び・学び直しの支援の促進

Ⅳリスキリング、労働移動の円滑化

●令和６年に成立した「改正雇用保険法」により、同年10月から給付率が引上げられた「教育訓練給付制度」について、様々な機会を
捉えて積極的な周知を実施するとともに、理由を問わず電子申請を行うことができることについても引き続き周知を実施。

＜これまでの実施状況＞

＜今後の取組＞

• 引き続き電子申請の利用が可能である
こと、専門実践及び特定一般教育訓練
給付制度の周知により活用を促す。

• 併せて、令和７年10月から施行された
教育訓練休暇給付金の周知も行い、教
育訓練給付の更なる活用に努め、労働
者の主体的な能力開発を支援する。

◆ハローワークやキャリア形成／リ・スキリング支援センターにおいて「教育訓練給付」制度及び理由を問わず電子申請が可能である
ことの周知を行い、活用拡大に努めた。

◆岐阜県と協力し令和7年10月開設のリスキリングポータルサイト「ぎふリスキリング・ナビ」への掲載・活用周知を実施。

１ リスキリングによる能力向上支援

４



Ⅳリスキリング、労働移動の円滑化

５

• 雇用保険を受給できない方や非正規雇用労働者等の就職に向け、就職に必要な技能や知識を習得する求職者支援制度の積極
的な周知・広報を行うとともに、ハローワークにおける適切な受講勧奨に努める。

• ハローワークにおいては訓練知識の向上に努めるとともに職業訓練校と連携し、適切な受講勧奨を行う。また、部門間の連携を
強化し、訓練受講者の状況に応じた効果的な就職支援によるマッチング機能の向上に取り組む。

（２）求職者支援制度の活用促進

＜これまでの実施状況＞

＜今後の取組＞

●雇用保険を受給できない方へ安定した職業への再就職や転職を促進するため、就職に必要な技能及び知識を習得するための
求職者支援制度の積極的な周知・広報により制度の活用を推進。また、適切な訓練の受講勧奨が行えるよう、職員の知識向上に
努める。

◆在職中の非正規雇用労働者等も受講しやすい短時間やｅラーニングによる訓練コースを設定し、制度の周知・活用に努めた。

◆ハローワークにおいては、職業訓練校と連携し、適切な受講勧奨を行うとともに、訓練知識の向上に努めた。

令和７年度 設定コース数 認定定員数 開講コース数 受講者数

基礎コース ９コース １２７人 ９コース １１３人

実践コース ３９コース ６１２人 ３６コース ４３４人

うち短時間 ２８コース ４３７人 ２７コース ３４０人

うちｅラーニング ９コース １２７人 ７コース ７２人



（３）公的職業訓練のデジタル推進人材の育成支援

Ⅳリスキリング、労働移動の円滑化

６

●デジタル分野に係る公的職業訓練については、資格取得を目指すコースや企業実習付きコースへの訓練委託費等上乗せ措置に
加え、「ＤＸ推進スキル標準」対応コースへの委託費等上乗せ措置により、訓練コースの設定促進を図る。

●ハローワークにおいては、デジタル分野に係る公的職業訓練への適切な受講勧奨により受講につなげるとともに、訓練開始前から
終了後までの個別・伴走型支援により、デジタル分野における再就職の実現を図る。

＜これまでの実施状況＞

＜今後の取組＞

• 岐阜県及び（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構に対し、更なるデジタル分野の訓練コースの設定を要請。

• 引き続き就職支援ナビゲーター等の担当者制による適切な受講勧奨と個別・伴走型の再就職支援を実施。

◆デジタル推進人材を育成するため、資格取得を目指すコースや企業実習付きコース、「DX推進スキル標準」に対応したデジタル分
野の訓練コースを委託費等の上乗せ支給の対象とすることで、デジタル分野の訓練コースの設定促進を図った。

◆ハローワークにおいては、就職支援ナビゲーター等がデジタル分野に係る公的職業訓練への適切な受講勧奨をするとともに、訓練
開始前から訓練修了３か月後までの間、担当者制により個別・伴走型の再就職支援を実施。

令和７年度 開講コース
うちデジタル分野コース

うちDX推進スキル標準対応コース

公共職業訓練
３３コース
５２５人

５コース
８０人

５コース
８０人

求職者支援訓練
４５コース
７０３人

１５コース
２６９人

１５コース
２６９人



Ⅳリスキリング、労働移動の円滑化

７

・不適正な助成金利用が疑われる事案もあることから、助成金の適正な利用を促しつつ、引き続き活用勧奨を行い人材育成
の推進を図る。

（４）人材開発支援助成金による人材育成の推進

＜これまでの実施状況＞

＜今後の取組＞

●賃金助成額の引き上げ等の拡充に係る積極的な周知。

●「人への投資促進コース」「事業展開等リスキリング支援コース」について積極的な周知を図り、適正執行に留意し迅速な支給決定
を行う。

◆事業主団体主催の研修会において制度説明、活
用勧奨を実施した。

実績：Ａ団体 約30社 Ｂ団体 約60人

制度開始からR8.1末
までの実績

人への投資促進
コース

事業展開等リスキリ
ング支援コース

計画提出件数 ２１５ ７０９

支給決定件数 ６０ ３２７
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（１）「job tag」や「しょくばらぼ」の活用による労働市場情報の見える化の促進

Ⅳリスキリング、労働移動の円滑化

８

●「job tag（職業情報提供サイト）」を活用した職業相談及び求人者への採用支援を進めるとともに、積極的な周知を行う。

●「しょくばらぼ（職場情報総合サイト）」の利活用等について周知を行う。

＜これまでの実施状況＞

＜今後の取組＞

・オンラインによる職業相談・紹介業務、キャリアコンサルタントの常駐・巡回による相談支援、及びハローワークが実施してい
る各種サービスについては引き続きSNSやホームページ等による周知・広報を実施する。
・キャリアコンサルタント資格取得を促進するため、若手職員に対する研修や試験直前の対策講習などを組織的・計画的に実
施できる体制の整備を図る。

２ 労働移動の円滑化

（２）ハローワークにおけるキャリアコンサルティング機能の充実等

＜これまでの実施状況＞

＜今後の取組＞

●ハローワークにおける職業相談・紹介業務について、オンラインで実施可能とし、利用者の利便性の向上を図る。

●各ハローワークに「キャリア形成・リスキリング相談コーナー」を設置し、キャリアコンサルタントの常駐・巡回による相談支援を実施。

●ハローワーク職員に対し、キャリアコンサルタントの資格取得の促進を図る。

●求職者に対し、ハローワークが実施している各種サービスの利用促進を図るため、SNS等を活用した周知・広報を実施。

・ 「job tag」、「しょくばらぼ」の活用について、引き続き求人者及び求職者に
対するマイページによる周知の拡大。加えて、業界団体が参加する会議等
においても周知活動を行うことで更なる利用促進を図る。

◆「job tag」、「しょくばらぼ」について、求職者マイページ開設者へ利用勧奨の周知を図ったほか、
ハローワーク窓口での活用、各種セミナーやホームページ等を通じた積極的な周知を実施。

◆マザーズコーナーや新卒応援ハローワークを中心にオンラインによる職業相談・紹介業務を実施。

◆「キャリア形成・リスキリング相談コーナー」において、ジョブ・カードを用いたキャリアコンサルティング等を実施。

◆職員に対して、キャリアコンサルタント資格取得研修及び試験の直前対策の面接試験のロールプレイ講習を実施。

◆SNS等により定期的に各ハローワークの各種サービスや企業説明会などの周知・広報を行い、利用を促進。



（３）地域雇用の課題に対応する地方公共団体等の取組の支援

Ⅳリスキリング、労働移動の円滑化

９

●国と地方がその地域の課題に対する共通認識を持ち、それぞれの役割を果たすとともに、連携を行うことにより、雇用対策を実施。

●一体的実施事業により、地方公共団体の行う就労支援と国が行う無料職業紹介をワンストップで実施。

＜これまでの実施状況＞

＜今後の取組＞

◆労働局・ハローワークと地方公共団体が一体となって総合的に雇用対策に取り組み、地域の課題に対応するとともに、ハローワー
ク所長による訪問等により、情報共有・意見交換を行い、緊密に連携。

◆地方公共団体からの提案をもとに、国（ハローワーク）が行う無料職業紹介等と地方公共団体が行う相談業務を同一拠点の窓口を
設け、一体的実施の取組を推進。 現在、岐阜県、岐阜市、大垣市、高山市で実施。

• 「雇用対策協定」 を締結す
る地方公共団体とは、事業
計画に基づき施策を実施す
るとともに、定期的なハロー
ワーク所長の訪問等により
把握した地域の課題・ニー
ズを踏まえ、地方公共団体
と連携した取組を実施する。

• 一体的実施事業の枠組を
活用し、引き続き地方公共
団体と連携し、地域住民の
利便性の向上を図り、更な
る利用促進・就職支援に取
り組む。

※令和７年度実績は１２月まで

一体的実施事業取扱状況（就職件数）
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（１）ハローワークにおける求人充足サービスの充実

Ⅴ人材確保の支援の推進

10

●オンラインを活用した求人受理を進めるとともに、求人事業所に対し、求人条件緩和や魅力ある求人票の作成支援等の助言、事業
所情報の収集をきめ細かく行うなどの求人充足に向けたサービスを実施。

＜これまでの実施状況＞

＜今後の取組＞

・公定価格で運営される医療・介護・保育分野については、全てのハロー
ワークにおいて、事業所へのアウトリーチ支援や関係団体との連携を強
化するとともに、社会保険労務士等を活用した雇用管理改善のコンサル
ティング等の活用を促すことにより、更なる求人充足支援に取り組む。

（２）人材確保対策コーナー等における人材確保支援

＜これまでの実施状況＞

＜今後の取組＞

●ハローワーク岐阜の専門窓口「人材確保・就職支援コーナー」を中心とし、医療・介護・保育・建設・運輸・警備の人材不足が顕著な
分野のマッチング支援及び潜在求職者の積極的な掘り起こし等を実施。

・受理後、紹介や充足に至らない求人に対して、求職者目線に立った求人票記載内容の見直し提案や積極的なマッチング支援
などのフォローアップを行い、求人充足サービスの充実を図る。

◆応募者のデータや求職者の声を基にして、求職者が知りたい情報や求人内容の記載方法などを具体的に示すことで、求人条件の
緩和や求人内容を充実させる助言を行う「求人充足支援」を実施。

◆ハローワークの求人部門と職業相談部門が一緒に事業所訪問を行い、求人票だけでは得られない情報を収集することで付加価値
の高い職業相談を実施。

◆各分野の業界団体、行政機関が参画した人材確保対策推進協議会を通じて、関係機関と連携を図り、各種セミナー、説明会や出
張相談等の人材確保支援を実施。

◆体験型の企業説明会や求職者へのアンケートを実施し、人材不足分野への理解促進や関心の喚起につなげるとともに、これら分
野に目を向ける余地のある潜在求職者の掘り起こし。

■人材確保対策コーナーにおける支援状況（令和７年12月現在）

項目 実績

新規支援対象者数 １，９２０人

紹介就職者数 １，１０７人



（３）雇用仲介事業者（職業紹介事業者、募集情報等提供事業者）への対応

Ⅴ人材確保の支援の推進
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＜これまでの実施状況＞

＜今後の取組＞

・引き続き訪問指導による、改正職
業安定法についての周知徹底及
び不審な求人情報の収集に努め
ることに加え、職業紹介事業者
を対象とした集団指導を187社に
実施し、これら取組の実効性を高
めた。

◆雇用仲介事業者に対する訪問指導を行い、お祝い金・転職勧奨禁止に係る職業紹介事業の許可条件の追加（令和７年１月施
行）、 職業 紹介事業者の手数料実績の公開義務化（令和７年４月施行）の改正職業安定法について周知、説明を実施。
（令和８年１月末雇用仲介事業者指導件数 68件）

◆訪問指導を行った事業者に「「闇バイト」に関する不審情報の掲載防止のためのチェックリスト」による不審な求人情報の収集を実
施。
（令和８年１月末不審求人情報０件）。

●雇用仲介事業者に対するお祝い金・転職勧奨禁止に係る職業紹介事業の許可条件の追加、職業紹介事業者の手数料実績の公
開義務化の適切な履行勧奨の実施。

●「闇バイト」募集の防止、排除等に関する不審な求人情報の岐阜県警察本部への迅速な情報提供及び不法な求人の不受理取扱
の周知徹底。



１ 多様な人材の活躍促進

Ⅵ多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組
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（１）高齢者の就労による社会参加の促進、高齢者が安心して安全に働くための職場環境の整備

＜これまでの実施状況＞ ＜今後の取組＞

①70歳までの就業機会確保等に向けた環境整備や高年齢労働者の処遇改善を行う企業への支援

●事業主と接触する機会を捉えて、65歳を超える定年年齢への引き上げ、継続雇用制度の導入等に向けた意識啓発・機運醸成を図る。

●支援が必要な事業主には、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構岐阜支部と効果的な連携を図る。

◆求人提出時や高年齢者雇用状況等報告書提出時
などハローワークと事業主が接する機会を通じ環
境整備や助成金に係る周知・意識啓発・機運醸成
を図った。

◆（独）高齢・障害・求職者支援機構の70歳雇用推進
プランナーと連携し、各企業へ訪問することにより
専門的な相談・援助業務を実施。

• 働く意欲のある高齢者が年齢にかか
わりなく活躍できるよう、（独）高齢・障
害・求職者雇用支援機構とも連携し、
高齢者雇用施策の更なる周知・啓発
に努め、70歳までの就業確保等に向
けた環境整備を図る。

②ハローワークにおける生涯現役支援窓口などのマッチング支援
●65歳以上の再就職支援に重点的に取り組むため、ハローワーク岐阜、大垣、多治見、高山、関に設置する「生涯現役支援窓口」におい
て、高齢者のニーズ等を踏まえた職業生活の再設計に係る支援やチーム支援による効果的なマッチング支援を実施。

＜これまでの実施状況＞

◆高齢者一人ひとりの要望に沿った多様な就業機
会提供のため、ハローワークのチーム支援による
「生涯設計就労プラン」の作成、応募書類の書き
方及び面接に対する姿勢など各種セミナーの開催
や企業説明会・見学会などを実施。

＜今後の取組＞

• 高齢者一人ひとりの要望に沿った多様な就業
機会提供のため、「生涯現役支援窓口」にお
いて、高齢者向けの求人開拓や雇用情報の
提供、マッチングの強化など、総合的な就労
支援を行う。



１ 多様な人材の活躍促進
（２）障害者の就労促進

Ⅵ多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組
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＜これまでの実施状況＞ ＜今後の取組＞

①ハローワークのマッチング機能強化による障害者の雇入れ等の支援

●特定短時間労働者である週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重
度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者について、障害者の能力に
応じて勤務時間を延長する努力義務があることの周知、啓発を実施。

＜これまでの実施状況＞ ＜今後の取組＞

◆特定短時間労働者の実雇用率の算定、障害者の職業能力開発
及び向上について、除外率引き下げ等の周知とともに、企業への
訪問・各種セミナー・会議等で広く周知を行った。

②改正障害者雇用促進法に基づく取組の円滑な実施

●法定雇用率の段階的引上げ等により、雇用率未達成企業の増加が見込まれるため、特に除外率設定業種や新たに雇用義務が
生じる企業に対し障害者雇用を進めるにあたっての助言等雇い入れ支援を早期に実施。

●障害者を一人も雇用していない企業等に対して、ハローワークと地域の関係機関が連携しチーム支援を実施。

◆令和７年４月より除外率が10ポイント引
下げとなり、新たに雇用義務が生じる企
業を中心に訪問、各種セミナーや会議
等の機会を通じ周知・啓発を実施。

◆雇用率未達成企業においては、障害者
雇用の経験やノウハウが不足している
ケースが多いことから、障害者就業・生
活支援センター、その他関係機関とも連
携した「チーム支援」により、雇入れ準備
から採用、定着まで継続的な支援を実
施。

• 令和８年７月より雇用率が2.7％に引上がるため、対象
企業への訪問、各種セミナー、会議等で広く周知・啓発
を行う。

• 障害者雇用の経験、ノウハウが不足している企業を中
心に「チーム支援」を活用すると共に、県内各地域にて
障害者就職面接会を開催し、障害者の雇用促進を図る。

• 改正法の趣旨について広く周知を行い、長時間働くこと
ができない特定短時間労働者に該当する障害者の雇
用促進について、企業の理解を図る。

週所定
労働時間

30H以上
20H以上
30H未満

10H以上
20H未満

身体障害者 1 0.5 -

重度 2 1 0.5

知的障害者 1 0.5 -

重度 2 1 0.5

精神障害者 1 0.5 ※ 0.5

雇用率制度における算定方法（赤枠が特定短時間労働者）

※当分の間、一定の要件を満たす場合は１カウント



１ 多様な人材活躍促進

Ⅵ多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組
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（２）障害者の就労促進
③精神障害者、発達障害者、難病患者等の多様な障害特性に対応した就労支援

＜これまでの実施状況＞

• 近年増加傾向にある精神・発達の障害者に
対し、専門の担当官による障害特性に応じた
個別支援を行う。

• 「精神・発達障害者しごとサポーター養成講
座」を今後も定期的に開催し、企業の理解者
（サポーター）を養成することで、企業の理解
促進・受入体制の整備・定着支援を行う。

＜今後の取組＞

●ハローワークに専門の担当者を配置するなど多様な障害特性に対応した就労支援を実施。

●発達障害等により就職活動に困難な課題を抱える学生等については就職準備から職場定着までの一貫した支援を実施。

＜これまでの実施状況＞ ＜今後の取組＞

• 公務部門においては、民間企業に対して率先垂範して、
雇用率達成について遂行すべき立場であり、雇用率未
達成機関については、速やかに雇用率達成に向け計
画的な採用がなされるよう啓発・助言を行うと共に、就
職面接会、ミニ面接会等を活用し、障害者の雇用促進
を図る。

• 障害者の雇用促進の啓発・助言を行った雇用不足の
公的機関に対して、随時進捗管理を行い年度末まで
の不足解消を図る。

④公務部門における障害者の雇用促進・定着支援

●法定雇用率が令和８年７月から3.0％に引き上げられる中、雇用率達成に向けた計画的な採用が行われるよう啓発、助言を実施。

◆公的機関向け「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」
により、障害に対する理解の促進を深め、定着支援を実施。

◆雇用不足の公的機関を訪問し、雇用率達成に向けた障害者
の雇用促進の啓発・助言を実施。

◆公務部門においても、障害者就職促進を図るため、県内各地
域の就職面接会についても広く周知を行い公務部門も参加。

◆ハローワークに配置した専門の担当官、精神・発達障害者雇用サポーター、
障害学生等雇用サポーター、難病患者就職サポーターにより、障害特性に応
じた就職準備段階から就職後の定着までの個別支援を実施。

◆精神・発達障害の特性を働く職場の同僚にも理解を促すことにより、精神・発
達障害者の良き理解者(サポーター）となってもらうことを目的とした「精神・発
達障害者しごとサポーター養成講座」を定期的に開催し、企業の受入体制、
定着についての支援を実施。（１月現在 ６回 140名）

◆教育現場の教師、保護者や障害者就労支援機関の支援者等を対象に専門
医による「発達障害者支援セミナー」を開催。（８月７日実施 158名参加）



Ⅵ多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組

（３）外国人求職者への就職支援等、適切な外国人材の確保等に向けた実態把握

＜これまでの実施状況＞ ＜今後の取組＞

◆岐阜新卒応援ハローワークとハローワーク大垣の留
学生コーナーにおいて、大学のキャリアセンター等と
連携を密にし、情報提供を実施。

◆相談件数 270件 （R8.1月末現在）

• 留学生コーナーにおいて、大学等のキャリアンセンター等と連携
しつつ、留学早期からの情報提供等の支援を行う。
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①外国人求職者等に対する就職支援
ア 外国人留学生等に対する相談支援の実施

ハローワークの留学生コーナーにおいて、大学のキャリアセンター等と緊密に連携し、留学早期から就職準備に向けた情報

提供等の支援を行う。

イ 定住外国人等に対する相談支援の実施
ハローワーク岐阜、大垣、多治見、関、美濃加茂に設置する外国人雇用サービスコーナーにおいて、
専門相談員による職業相談等により、早期再就職支援及び安定的な就労確保に向けた支援を実施。

＜これまでの実施状況＞

◆外国人雇用サービスコーナーにおいて、日本語研修の受
講斡旋、職業相談や紹介、求人者との労働条件等の交
渉などの就職支援を実施。

新規求職者数 1,830名、紹介就職件数 1,481件、

就職率 23.9％ （R8.1月末現在）

＜今後の取組＞

• 外国人雇用サービスコーナーにおいて、専門相談員による早
期再就職の支援や安定的な就労の確保に向けた支援を行う。

ウ 外国人就労・定着支援事業の実施
日本の職場におけるコミュニケーション能力の向上等に関する知識の習得を目的とした研修を

通じ、安定的な就職と職場への定着が可能となるよう、受託事業者と連携した就労・定着支援を
行います。

＜これまでの実施状況＞ ＜今後の取組＞

◆安定的な就労及び職場定着の促進をはかることを
目的とした日本語研修（厚生労働省が日本国際協
力センターに業務委託）について、積極的な受講斡
旋を実施。

受講者 93名 （R7.12月末現在）

• 安定的な就労等の促進をめざし外
国人雇用サービスコーナーを中心に、
積極的な研修受講に取り組む。



Ⅵ多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組

（３）外国人求職者への就職支援等、適切な外国人材の確保等に向けた実態把握

＜これまでの実施状況＞ ＜今後の取組＞

◆外国人雇用対策担当者による外国人雇用管理セミナー等（オンライン含む）の
実施。７回、565名受講。

◆ハローワーク職員及び外国人雇用管理アドバイザーが外国人を雇用する事業
所を訪問し雇用管理状況の確認、改善のための助言を行うとともに、雇用維
持のための相談を実施の上「外国人雇用管理指針」に関する周知啓発を実施。
事業所訪問件数 398件。（R8.1月末現在）

◆名古屋出入国在留管理局、市町村、年金事務所、岐阜県警など関係機関が

連携し行われる「外国人のための合同相談会」に協力し、複数の分野にまた

がる外国人からの相談に対応。(R7.12.7美濃加茂市にて開催）

• 外国人労働者を雇用する事業所に対し、
事業所訪問指導に加え、雇用管理セミ
ナーの積極的な開催等により、適正な
雇用管理に関する助言・援助等を実施
するとともに、外国人雇用状況届出制
度の履行確保に取り組む。
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②外国人労働者の適正な雇用管理に関する助言・援助等の実施
「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」に基づき、事業所訪問及び労働局やハローワー

クにおける事業主向けの雇用管理セミナーの実施等と通じて、適正な雇用管理に関する助言・援助等を積極的に行う。
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（４）就職氷河期世代を含む中高年層へ向けた就労支援

●ハローワーク岐阜に設置する就職氷河期世代を含む中高年層支援の専門窓口である「キャリアアップコーナー」において、就職から
職場定着まで一貫した支援を実施。

Ⅵ多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組
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＜これまでの実施状況＞

＜今後の取組＞

・支援対象求職者のニーズに合った中高年層限定・歓迎
求人の開拓

・関係団体との連携を図り、専門窓口の周知及び誘導。
・電話等により、就職後の早期に定着支援を実施。

◆担当者制による個別支援。

◆応募書類作成、面接指導。

◆各種セミナー、面接会の開催。

◆中高年層限定・歓迎求人への紹介。

◆就職後の継続的な職場定着支援。

■キャリアアップコーナーでの支援状況（４～12月実績）

項目 実績

新規支援対象者数 ６９４人

正社員紹介就職者数 ２１８人

（５）新卒応援ハローワーク等における困難な課題を抱える新規学卒者等への支援

＜これまでの実施状況＞

岐阜新卒応援ハローワーク

＜今後の取組＞

●学校と新卒応援ハローワーク等の情報共有により、支援対象者を早期に把握するとともに、就職活動に乗り遅れた学生や年度後
半になっても内定を得ることができない学生に対しても、時期に応じたきめ細かな就職支援を実施。

◆就職支援ナビゲータの担当者制による支援
により正社員就職した件数 1,161件

◆新卒応援ハローワークにおいて履歴書・職
務経歴書の添削や面接指導などの各種セ
ミナー及び臨床心理士相談を実施。

・学校との情報共有を図りつつ
就職支援ナビゲーターの担当者
制による個々のニーズに沿った
きめ細かな個別支援をに取り組
む。



（６）地域若者サポートステーションにおける若年無業者等への就労支援

●就労に当たって課題を有する無業者に対し、地域若者サポートステーションにおいて、地方公共団体と連携しながら職業的自立に向
けた継続的な就労支援を実施。

Ⅵ多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組
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＜これまでの実施状況＞ ＜今後の取組＞

・就労・生活相談を基に各種セミナー
及び職場体験等を実施、コミュニ
ケーションスキルの向上を図りつつ、
職業的自立に向けた継続的な支援
に取り組む。

◆相談支援事業

・新規登録者数 147人

・各種セミナーの実施 418回 １,736人

・職場体験等の実施 のべ 105社 254人

・就職者数 82人

（７）正社員就職を希望する若者への就職支援

●正社員就職を希望する（35歳未満で安定した就労の経験が少ない求職者）を対象に、わかもの支援コーナー等に配置された就職
支援ナビゲーターによるきめ細かな個別支援を通じて正社員就職を支援。

る。＜これまでの実施状況＞

◆就職支援ナビゲーターの担当者制による就職支援

・支援対象者数 190人 ・正社員就職件数 151人

◆わかもの支援コーナー及びハローワークにおいて
履歴書・職務経歴書の添削や面接指導などの各種
セミナーを実施。

＜今後の取組＞

・就職支援ナビゲーターの
担当者制による個々のニー
ズに沿ったきめ細かな個別
支援を行うとともに、履歴
書・職務経歴書の添削や面
接指導などの各種セミナー
を実施し正社員就職に向け
た支援に取り組む。



（１）女性活躍推進法等の履行確保等

Ⅵ多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組
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＜これまでの実施状況＞

＜今後の取組＞

・引き続き、男女間賃金の差異の情報が未公表の企業について、速やかに公表がな
されるよう助言等を行う。

・えるぼし認定取得に向けた働きかけを実施する。
・改正女性活躍推進法、円滑なの行に向けて、説明動画をインターネット上で公開
する等、義務企業が法にに沿った対応ができるよう、改正内容の周知を行う。

２ 女性活躍推進に向けた取組促進等

●女性活躍推進法に基づく男女間賃金の差異の情報公表等について履行確保を図るとともに、男女雇用機会均等法の遵守を図る。

●「えるぼし」認定取得に向けた働きかけを行うとともに、改正女性活躍推進法について周知に取り組む。

◆一般事業主行動計画届出状況

えるぼし
３段階目

26社
(５社)

えるぼし
２段階目

7社
(1社)

えるぼし
１段階目

1社

◆「えるぼし」認定状況

◆報告徴収（均等法・女活法を一体的に実施）

◆女性活躍推進法に基づき、労働者数301人以上の事業主に義務付けられている男女間賃金の差異に係る情報公表等について、報
告徴収等の実施により、履行確保を図った。

◆男女雇用機会均等法の履行確保について、報告徴収の実施により、性別を理由とした差別的取扱いに該当しないか等を確認し、法
の履行確保を図った。

◆大垣市と共催で改正女性活躍推進法等説明会を開催し、令和8年4月以降の具体的な対応方法について周知を行った

◆「ぎふ労働局通信」等、あらゆる機会を通じて改正内容についての周知を実施した。

◆「えるぼし」認定通知書交付式

※括弧内は今年度の認定企業数

届出数（届出率）

義務企業 ７９３社（９９．４％）

義務企業以外 １８９社（ － ）

えるぼし
３段階目

２８社
（７社）

えるぼし
２段階目

７社
（１社）

えるぼし
１段階目

１社
（０社）

報告徴収実施数 ３９社

助言実施数 ２０社

助言件数 ４１社

助言内訳 計画の公表 ９件
従業員への周知 １１件
情報公表 １３件
その他 8件
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（２）マザーズハローワーク等による子育て中の女性等に対する就職支援の実施

●ハローワーク岐阜、大垣、多治見、高山において「マザーズコーナー」を設置し、求職者のニーズに応じたきめ細かな就職支援を実
施するとともに、子育て支援拠点や関係機関と連携してアウトリーチ型の支援を実施。

・アウトリーチ型支援の更なる拡充及び、子育て支援拠点や関係機関
との連携を強化し、潜在求職者の掘り起こしを図る。

・求職者の利便性に合わせた、オンライン相談及びオンライン紹介に
よる就職支援の強化。

・仕事と家庭の両立がしやすい求人の確保、事業所情報の収集及び事
業所への周知活動を実施。

◆マザーズコーナー設置所管内の６市３町への出張
相談によるアウトリーチ支援を実施。また、オン
ラインで定期相談を１市で実施。

◆岐阜所のマザーズコーナーをオンライン化を推進
する施設として指定し、求職者マイページを活用
した情報提供や職業相談及び職業紹介などをオン
ラインで提供

◆SNS及びホームページを活用して、就職支援メ
ニューや各種セミナー、就職面接会などの開催情
報を発信。

＜これまでの実施状況＞

＜今後の取組＞



（１）職場におけるハラスメント防止措置義務の履行確保
●パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等、職場におけるハラスメント防止措置を講じていない事業主に対し、厳正な指導を実施する
等、法の履行確保を図る。

Ⅵ多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組
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＜これまでの実施状況＞

・ パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等職場におけるハラスメント防止措置を講じていない事業主に対し厳
正な指導を実施すること等により、引き続き、法の履行確保を図る。

３ 総合的なハラスメントの防止

ハラスメント関係の
相談件数（合計）

1,951件

セクハラ等 84 件

マタハラ等 171件

パワハラ 1,098 件

いじめ・嫌が
らせ

598 件

◆ハラスメント関係の相談状況

＜今後の取組＞

◆法の履行確保

◆パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメントに関する相談について、労働者の立
場に配慮しつつ、適切に対応を行った。

◆職場におけるハラスメント防止措置を講じていない事業主に対し、報告の請求等実施し、法の履行確保を図った。

・個別労働紛争解決制度の助言は27件、あっせんは12件（不参加含む）。

男女雇用機会均等法 育児・介護休業法
労働施策総合推進法

（パワーハラスメント関係）

報告徴収等実施数
セクハラ、マタハラ等に関するハラスメント防止対策主眼の
報告徴収は労働施策総合推進法の報告の請求（右
欄）と一体的に実施（個別事案を除く。）。

48社

助言実施 31社

助言件数 33件

紛争解決援助
妊娠等不利益 ３件
セクハラ防止措置 1件
母性健康管理措置 1件

不利益取扱（育休）1件
不利益取扱（育休以外）1
件

パワハラ防止措置 ８件

調停件数 0件 0件 パワハラ防止措置 ７件（令和7年11月末）
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（２）カスタマーハラスメント対策及び就職活動中の学生等に対するハラスメント対策の推進

●カスタマーハラスメント対策を推進するため、「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」等を活用し、取組を促す。

●就活ハラスメントについて、事業主に望ましい取組の周知徹底や「あかるい職場応援団」活用を促進し、取組を促す。

●改正法案が成立した場合は、改正内容が労使に十分に理解されるよう周知に取り組む。

・ 令和７年６月に改正労働施策総合推進法等が成立し、事業主に対して、カスタマーハラスメントや求職者等に対する
セクシュアルハラスメント防止のための雇用管理上の措置が令和８年10月１日から義務付けられることとなったことを
踏まえ、改正内容について労使に十分に理解されるよう、周知に取り組むとともに、施行後は、カスタマーハラスメン
ト防止指針や求職者等に対するセクシュアルハラスメント指針等に基づき、着実な履行確保を図る。

◆12月開催の「カスハラ対策実践セミナー」（新はつらつ職場づくり推進事業）において、改正法及び指針案について説明
するとともに、外部講師から実践的な対応方法について講演を行った。

◆女性活躍推進法等説明会において、指針案の概要の説明を行い、施行予定の10月1日より前から、早めに対策に取り組むよ
う促した。

＜これまでの実施状況＞

＜今後の取組＞



（１）仕事と育児・介護の両立支援
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＜これまでの実施状況＞

４ 仕事と育児・介護の両立支援、多様な働き方の実現に向けた環境整備

●令和６年に改正された育児・介護休業法の着実な履行確保を図る。

●両立支援等助成金の支給により、仕事と育児・介護が両立しやすい職場環境整備に取り組む事業主を支援。

●次世代育成支援対策推進法について、優良企業に対する「くるみん」認定について周知を図るとともに、認定取得に向けた働きかけ
を行う。併せて不妊治療と仕事の両立支援に取り組む企業には「くるみんプラス」認定の取得について周知。

●改正雇用保険法により創設された「出生後休業支援給付」及び「育児時短就業給付」について、円滑な施行を図る。

◆報告徴収（育児・介護休業法）

報告徴収実施数 161 社

助言実施数 159 社

助言件数 516 件

うち雇用環境整備措置 109 件

◆一般事業主行動計画届出状況

◆「くるみん」認定状況

届出数（届出率）

義務企業 784社（99.1％）

義務企業以外 1335社（ － ）

プラチナくるみん
（プラス含む）

8社
（3社）

くるみん
（プラス含む）

81社
（8社）

くるみんプラス 3社

＜今後の取組＞

・改正育児・介護休業法について、着実な履行確保を図るとともに、育児休業の取得等を理由とする不利益取扱いが疑わ
れる事案を把握した場合は、事業主に対する積極的な報告徴収・是正指導等を行う。

・「くるみん」認定について周知を図るとともに、認定取得に向けた働きかけを行う。
・引き続き、事業主や雇用保険被保険者に対して給付金の周知に取り組む。

◆令和７年４月・10月に段階施行された育児・介護休業法について、周知に取り組むとともに、事業主に対する報告徴収・
是正指導等を実施。

◆「くるみん」認定を推進するとともに、認定通知書交付式の開催等により、管内企業の仕事と育児の両立支援の機運醸成
を図った。

括
弧
内
は
今
年
度
認
定
企
業
数

◆「プラチナくるみん」認定通知書交付式

◆出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金
支給状況

出生後休業支援給付金 2,274件

育児時短就業給付金 3,687件



（３）新はつらつ職場づくり宣言事業

●誰もが健康ではつらつと働くことのできる職場づくりに向け、労使で宣言項目を検討して取り組む「新はつらつ職場づくり宣言」事業
による企業の登録を推進する。
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（２）多様な働き方の実現に向けた環境整備

●改正育児・介護休業法において、育児・介護のためのテレワーク導入が努力義務とされたことから、テレワークガイドラインや各種
助成金の周知等を行う。

●勤務間インターバル制度の導入、年次有給休暇の取得促進など、企業のおける働き方・休み方の改善を進めるため、働き方・休み
方コンサルタントによる訪問コンサルティング、「働き方・休み方改善ポータルサイト」の活用周知、働き方改革推進支援助成金による
支援等を行う。

・引き続き、働き方・休み方改善コンサルタントによる訪問
コンサルティングにより、働き方・休み方の改善を図る。

◆テレワークの導入については、企業からの相談に対し
てガイドラインに沿った助言を実施。

◆働き方・休み方改善コンサルタントによる訪問コンサ
ルティングは、41事業場に対して実施し、時間外労働の
削減、年次有給休暇取得促進、多様な働き方などの「働
き方・休み方改善プラン」を提案した。

＜これまでの実施状況＞ ＜今後の取組＞

＜これまでの実施状況＞

＜今後の取組＞

・引き続き宣言事業の魅力
を発信するとともに、宣
言後３年を経過した企業
へは最新施策を反映した
内容への「宣言更新」を
勧奨するなど、効果的な
アプローチを実施する。

◆新はつらつ職場づくり宣言登録状況

申請
事業所数

登録
事業所

1,245

1,242

42%

32%

18%

8%

1～30人

31～100人

101～300人

301人～

岐阜 502

大垣 208

高山 97

多治見 105

関 129

恵那 110

岐阜八幡 94

計 1,245 

＜地域別＞ ＜規模別＞

労働者数



５ フリーランス等の就業環境の整備

●フリーランス・事業者間取引適正化等法の違反に関する申出があった場合、委託事業者に対する調査、是正指導を行い、法の着実
な履行確保を図る。

●労働基準監督署に設置した「労働者性に疑義がある方の労働基準法相談窓口」に相談があった場合には、労働者性の判断基準を
丁寧に説明するとともに、労働基準法違反等の申告がなされた場合には、労働者性の有無を判断し、必要な指導を行う。

●フリーランスと委託事業者との取引上のトラブルについて相談があった際には、「フリーランス・トラブル110番」を紹介する等適切に
対応する。
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◆フリーランス・事業者間取引適正化等法による調査等
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（２）労災保険特別加入制度のフリーランスへの対象拡大

＜これまでの実施状況＞ ＜今後の取組＞

＜これまでの実施状況＞ ＜今後の取組＞

（１）フリーランス・事業者間取引適正化等法の履行確保等

調査等実施事業場数 （うち申出事案） 45事業場（3事業場）

助言実施事業場数（法違反指摘）
36社

・すべて法第14条の
ハラスメント防止措置

◆特定フリーランス事業の特別加入制度のリーフレットを
労働基準監督署に設置。

◆特別加入を希望する特定フリーランス事業の方からの問
い合わせ等について丁寧な説明を行った。

◆特定フリーランス事業の承認を受けた特別加入団体が、
北海道局１団体、埼玉局１団体、東京局７団体、愛知局
１団体の合計10団体。（令和８年２月現在）

・特定フリーランス事業の特別加入団体として承認されている
団体を周知し、特別加入の相談について丁寧な説明を行う。

・新たに特定フリーランス事業に係る特別加入団体として承認
を受けようとする団体からの相談については、引き続き丁寧
な説明を行う。

●企業等から業務委託を受けている特定フリーランス事業の方へ特別加入制
度を広く周知し、特別加入を希望する特定フリーランス事業の方に対して、特
別加入団体として承認を受けている団体の周知、説明等適切な対応の実施。

フリーランス（※）の皆さまへ
（※）特定受託事業に従事する方

令和６年１１月から

労災保険に特別加入できるようになりました
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（１）長時間労働の抑制

＜これまでの実施状況＞

＜今後の取組＞

・長時間労働の抑制を主眼とした監督指導、労働時間相談・支援班による周知、支援については引き続き実施。
・過労死等防止啓発月間（11月）を中心に過労死等防止の周知、啓発

６ 安全で健康に働くことができる環境づくり

● 時間外・休日労働時間数が１か月あたり80時間を超えていると考えられる事業

場や過労死等の労災請求が行われた事業場に対する監督指導の実施

● 令和６年４月から時間外労働の上限規制が適用開始となった業種等を中心に、

労働時間相談・支援班による改正法等の周知、労務管理等の支援の実施

● トラック運転者の長時間の荷待ち時間を発生させないこと等について、労働基準

監督署から発着荷主への要請

◆ 監督指導の実施（令和７年４月～令和８年１月）
時間外・休日労働時間数が１月当たり80時間を超えていると考えられる事業場

（自動車運転者に係るものを除く） 433件

◆労働時間相談・支援班による周知 (令和７年４月～令和８年１月）
説明会： 32回
（うち令和６年４月適用開始業種 建設業７回 自動車運送業７回 医療機関 １回 ）
訪問支援： 57件 荷主に対する要請： 215件

◆ 過労死等防止啓発月間（11月） 期間中に「過重労働解消キャンペーン」を実施
▸集中的な監督の実施 ▸過重労働相談受付集中期間（11/1～11/7）
▸過労死等防止対策推進シンポジウム（11/13） ▸団体等への協力要請
▸労働局長によるベストプラクティス企業への訪問（11/17）
▸関係機関（運輸支局、公正取引委員会）との合同による荷主要請（11/20他）

局長によるベストプラクティス企業への訪問
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（２）労働条件の確保・改善対策

＜これまでの実施状況＞

＜今後の取組＞

・一般労働条件の確保に向けた監督指導等を実施するとともに、重大・悪質な事案については司法処分を含め、厳正に対応。
・外国人労働者、自動車運転者等の法定労働条件確保対策を関係機関とも連携し、引き続き実施。
・スポットワークを利用する際の留意事項の周知と相談があった場合の丁寧な対応

● 賃金、労働時間等の一般労働条件の確保に向けた監督指導等を実施するとともに、重大・悪質な事案については司法処分も含
めて厳正に対応。

● 技能実習生等の外国人労働者、自動車運転者の法定労働条件確保のため、関係機関と連携して、労働基準関係法令の周知を
図るとともに、法令違反の疑いがある事業場に対して監督指導を実施。

◆ 司法処分 （令和７年１月～12月）
29件送検（労働基準法又は最低賃金法違反15件 労働安全衛生法違反 14件）

◆ 外国人労働者の労働条件確保対策（令和７年４月～令和８年１月）
技能実習実施機関に対する監督指導 44件
特定技能外国人受入事業場に対する 監督指導 52件

説明会 13回
通報制度の状況 外国人技能実習機構→岐阜労働局 37件

岐阜労働局→外国人技能実習機構 12件
岐阜労働局→名古屋出入国在留管理局 ８件

◆ 自動車運転者の労働条件確保対策（令和７年４月～令和８年１月）
長時間労働等が疑われる事業場に対する監督 92件
通報制度の状況 岐阜運輸支局→ 岐阜労働局 ９件

岐阜労働局→岐阜運輸支局 １件



Ⅵ 多様な人材の活躍と魅力ある職場づくり

●岐阜労働局 第14次労働災害防止推進計画について
計 画 期 間 ： 2 0 2 3 （ 令 和 ５ ） 年 度 ～ 2 0 2 7 （ 令 和 ９ ） 年 度 ま で の ５ か 年
計画の目標 ：「死亡災害について、2022年と比較して2027年までに５％以上減少させる。」

2022（令和４年） 死亡災害 13人 → 2027（令和９年）12人以下へ
「死傷災害について、2022年と比較して2027年までに減少に転じさせる。」
2022（令和４年） 死傷災害 2,263人 → 2027（令和９年）2,263人以下へ

（３）14次防を踏まえた労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備
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< 14次防 アウトプット指標（達成を目指す事項）の進捗状況 >

Ⅵ 多様な人材の活躍と魅力ある職場づくり

①転倒災害対策に取り組む事業場
の割合

28.1%
31.9% 33.3%

50.0%

Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

③介護･看護作業におけるノーリフト
ケア導入事業場の割合

②卸売業･小売業及び医療･福祉の事業場にお
ける正社員以外への安全衛生教育の実施率

76.7%

78.3%

79.9% 80.0%

Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

37.6%
47.00%

Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

増加
させる

④エイジフレンドリーガイドライン
に基づく取組事業場の割合

54.8% 56.3% 58.2%

50.0%

Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

⑤母国語を用いた災害防止の教育
を行っている事業場の割合

64.7%

69.4% 70.7% 70.0%

Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

⑥荷役作業における安全ガイドラインに
基づく措置を実施する陸上貨物運送業等
の事業場の割合

44.4%

57.4%
60.3%

45.0%

Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

⑦墜落・転落災害の防止に関するRA
に取り組む建設業の事業場の割合

91.6% 91.1%

85.8%

95.0%

Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

⑧機械によるはさまれ･巻き込まれ防止
対策に取り組む製造業の事業場の割合

⑨伐木等作業の安全ガイドラインに基づく
措置を実施する林業の事業場の割合

93.4% 94.0%

77.1%

60.0%

Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

81.6%
69.8%

50.0%

Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

（R7はR7.12月末現在の速報値による。）
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46.0%

51.6%

60.8%

50.0%

Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

61.1% 60.3% 61.5%

80.0%

Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

66.7%
69.1%

71.7%

Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

93.7% 95.9% 96.1%

80.0%

Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

82.0% 82.6%
88.5%

80.0%

Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

85.0%
87.7%

91.4%

Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

75.5%

82.5% 84.0%
80.0%

Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

34.2%
30.4% 31.2%

15.0%

Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

64.8%

67.4%

68.1%
70.0%

Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

< 14次防 アウトプット指標（達成を目指す事項）の進捗状況 >

Ⅵ 多様な人材の活躍と魅力ある職場づくり

⑩事業場における年次有給休暇
の取得率

⑫メンタルヘルス対策に取り組む
事業場の割合

⑪勤務間インターバル制度を導入
している事業場の割合

⑬必要な産業保健サービスを提供して
いる事業場の割合

⑭50人未満の小規模事業場における
ストレスチェックの実施割合

⑮RAの実施義務対象となっていない化学物質
について、RAを行っている事業場の割合

⑯RA結果に基づいて、必要な措置を
実施している事業場の割合

⑰SDS交付の義務対象となっていない化学物質に
ついて、SDSの交付等を行っている事業場の割合

⑱熱中症災害防止のために暑さ指数を
把握している事業場の割合

増加
させる

（R7はR7.12月末現在の速報値による。）
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・ 労働災害発生状況などを把握・分析し、14次防の目標値の進捗管理を行い、引き続き労働災害防止対策の徹底、
各種講習会等の開催などによる災害防止対策、関係法令などの周知、取組支援や、労働基準監督署による個別
指導等を計画的に実施し、死亡・労働災害の減少と14次防の目標達成に努める。
・ 熱中症対策の徹底、安衛法等の改正により順次施行されるエイジフレンドリーガイドラインの指針化、ストレス
チェック制度の50人未満の事業場への義務化などについて、周知・説明を行う。

◆化学物質等による健康障害防止対策

・新たな化学物質規制よる自律的管理制度の円滑な実施のため、講習会等を開催（５回・参加者約300人）し、ＳＤＳ
の交付等による危険・有害情報の確認、化学物質のリスクアセスメント結果に基づく必要な措置などへの支援を行
った。規制対象化学物質の拡大などの必要な情報については引き続き、周知等を行う。

Ⅵ 多様な人材の活躍と魅力ある職場づくり

エイジフレンドリーガイドライン
（高年齢労働者の安全と健康確保

のためのガイドライン）

働く高年齢者の特性に考慮した
職場を目指しましょう。

ガイドラインの概要
１ 安全衛生管理体制の確立
２ 職場環境の改善
３ 健康や体力の状況の把握
４ 健康や体力の状況に応じた対応
５ 安全衛生教育

国による支援
エイジフレンドリー
補助金の活用

31

これまでの実施状況

今後の取組

◆労働災害防止対策
・労働基準監督署による個別指導等において、労働災害防止対策、安全衛生
管理体制の活動状況、雇入時・非定常作業時等の安全衛生教育の実施状況、
危険・有害業務の有無などについて確認し必要な指導（681件）を実施。

・改正安衛則に基づく熱中症対策、転倒等災害や高年齢者の災害防止対策な
どについて、各地域・業種における災害発生状況などを考慮した講習会・
セミナー等を開催（61回：参加者3,600人）。

◆健康確保対策
・メンタルヘルス対策のため、ストレスチェック制度の実施と小規模事業場への対
策の周知と取組支援のため講習会等を開催（８回：参加者約200人）。
・岐阜産業保健総合支援センター、各地域産業保健センター、地域保健所とも連
携し、メンタルヘルス対策や治療と仕事の両立支援などが必要な事業場等へ支
援業務などの周知とその利用を勧奨。
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（４）労災保険給付の迅速・適正な処理

●労災保険給付の請求について、迅速な事務処理を行うとともに、認定基準に基づいた適正な認定を実施。

◆過労死等事案（脳・心臓疾患及び精神障害事案）のうち、特に精神障害事案の請求件数は近年大幅に増加している。

◆過労死等事案の事務処理に当たっては、監督・安全衛生担当部署と連携した調査を確実に実施するとともに、認定基
準に基づいた迅速かつ適正な認定を実施している。

＜これまでの実施状況＞

＜今後の取組＞

・労災保険給付の請求について、引き続き関係部署と連携を図り、効率的かつ効果的な調査を実施するとともに、認定基準
に基づく適正な認定を行う。

■請求件数 ■ 支給決定件数

（1月末）
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◆ ５月の利用促進月間にホームページで周知、労働基準監督署及びハ
ローワークにリーフレットを設置。
◆ 労働保険年度更新センター内に電子申請体験コーナーを設置。
◆ ハローワークが実施する事業場担当者向け学卒関係求人説明会で電子
申請体験・相談コーナーを設置して利用勧奨。
◆ 年度更新申告書の電子申請利用率は昨年度の 24.61％から27.82％へ
と上昇。

＜今後の取組＞

Ⅶ労働保険適用徴収業務の適正な運営

１ 労働保険の未手続事業一掃対策

＜これまでの実施状況＞

＜今後の取組＞

33

２ 収納未済額の縮減

＜今後の取組＞

３ 電子申請の利用促進
●労働保険未手続事業一掃業務（委託事業）の受託事
業者と連携して行う。
●令和７年度中に加入勧奨件数2,096件、成立件数435
件を目標として推進。

未手続事業一掃対策の推進状況（１月末比）

・未手続事業場の把握と加入勧奨、職権成立等の対応を行う。
・11月の未手続事業一掃強化期間に、周知用ポスターの掲載、
事務組合、関係団体、市町村あてに周知を依頼する。

● 収納率の向上を重要課題とし、高額滞納事業主、複数年度にわたる滞納事業主を重点に、適正かつ実効ある滞納整理を実施。
● 法定納付期限内の確実な納付や納付事務の負担軽減につながる口座振替制度のより一層の周知を図り利用促進に取り組む。

＜これまでの実施状況＞

労働保険料徴収決定及び収納状況（１月末比）

●事業主が行う労働保険の各種手続きで電子申請の利用を勧奨。
ホームページの掲載や関係団体に対する協力要請など、あらゆ
る機会を通じて周知を図る。

滞納整理強制措置の推進状況（１月末比）

＜これまでの実施状況＞

・収納率が全国平均を上回るよ
う、効率的な督促業務、財産調
査、差押えを実施する等、計画
的に収納率の向上に取り組む。

・指定期限前に外部委託を活
用した電話による納付督励を行
い指定期限までの納付を促す。

＜今後の取組＞

・労働基準監督署及びハローワークにおいて来庁者に対して周知。事業
場を対象とした各種説明会など周知機会を最大限利用し、さらなる電子
申請の利用促進を進める。
・労働局及び関係団体等の広報紙による
周知。
・徴収室内に電子申請体験コーナーを
設置。

未手続事業場
名簿件数

勧奨件数 成立件数

６年度 1,447 件 1,010 件 275 件

７年度 3,439 件 834 件 353 件

差 1,992 件 △ 176 件 78 件

６年度末 1,540 件 1,371 件 379 件

徴収決定額 収納済額 収納率

６年度 517.7億円 380.3億円 73.46 ％

７年度 512.1億円 377.0億円 73.61 ％

差 △ 5.6億円 △ 3.3億円 0.15 Ｐ

６年度末(岐阜) 519.4億円 515.1億円 99.18 ％

６年度末(全国) 42,288.4億円 41,892.2億円 99.06 ％

７年度末目標収納率 ＝ ７年度全国平均収納率以上

財産調査
差押え
(実数)

交付要求

６年度 255 件 47 件 41 件

７年度 1,531 件 103 件 36 件

差 1,276 件 56 件 △ 5 件

６年度末 295 件 118 件 52 件
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令和８年度岐阜労働局行政運営方針Ⅱ

2

岐阜県の令和７年の有効求人倍率は、1.45倍と全国的にも高水準で推移し、多くの企業で人手不足感
が続いています。
今後、生産年齢人口の減少に伴う人手不足の問題がさらに深刻化することが予想される中、一人一

人が、その能力を十分に発揮し活躍することが不可欠です。このため、労働生産性の向上や、女性、
高齢者、障害者、外国人等の多様な人材が活躍できる職場づくりを進めると同時に、物価上昇を上回
る賃上げが継続する環境整備を進めることが今後ますます求められます。
岐阜労働局では、労働関係法令の遵守を図ることとあわせて、事業主の各種取組や労働者の主体的

なキャリア形成を支援するため、労働基準監督署及びハローワークと一体となって総合労働行政機関
としての機能を発揮し、地方公共団体、労使団体、関係機関とも連携のうえ効果的・効率的な行政運
営を図ります。

最低賃金･賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者
への支援

Ⅲ

生産性向上（設備・人への投資等）や非正規雇用労働者の処遇改善等を通じ、賃上げを支援する
「賃上げ」支援助成金パッケージの周知を行います。
また、個々の企業が自らのニーズに沿った助成金を利用することができるよう情報提供を行うとと

もに、「ぎふ働き方改革推進支援センター」のワンストップ相談窓口において、生産性向上等に取り
組む事業主を支援します。
あわせて監督署において、地域の賃金や企業の好事例取組等が分かる資料を提供し、企業の賃金引

上げの支援等を行います。
加えて、地域の政労使の代表者や地方公共団体の協力を得て、地方版政労使会議等を開催し、意見

交換を行うなど、賃上げに向けた機運の醸成に努めます。

地域別最低賃金
最低賃金額
（時間額）

改正発効日

岐阜県最低賃金 １，０６５円 令和７年10月18日

特定（産業別）
最低賃金

最低賃金額
（時間額）

改正発効日

岐阜県自動車・同附属品
製造業最低賃金

１，１１７円 令和７年12月21日

岐阜労働局
最低賃金特設ページ

（１）最低賃金引上げに取り組む企業の生産性向上に向けた支援

（２）最低賃金制度の適切な運営

雇用・経済動向、地域の実情等を踏まえ、充実した審議が尽くされるよう岐阜地方最低賃金審議会
の円滑な運営を図ります。
また、改正最低賃金額を広く県民に周知するため、地方公共団体の広報誌掲載等、多くの行政機

関・労使団体等と連携を図り、効果的な周知・広報に取り組みます。
加えて、最低賃金の履行確保を図るため、問題のある業種及び事業場を的確に捉え監督指導を重点

的に実施します。
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（４）非正規雇用労働者の処遇改善・正社員転換を行う企業への支援

（３）同一労働同一賃金の遵守の徹底

非正規雇用労働者の処遇改善や正社員への転換に取り組んだ事業主に対して支援を行うキャリア
アップ助成金について、「正社員化コース」及び「賃金規定等改定コース」や、いわゆる「年収130万
円の壁」への対応として令和７年７月に新設した「短時間労働者労働時間延長支援コース」などの各
コースの周知、活用勧奨等を実施します。
また、「ぎふ働き方改革推進支援センター」によるワンストップ相談窓口において実施する個別相

談やコンサルティング、セミナーの実施など、非正規雇用労働者の処遇改善等に向けたきめ細かな支
援に連携して取り組みます。

監督署による定期監督等において、同一労働同一賃金等について
企業から情報提供を受けることにより、パートタイム・有期雇用労
働法の報告徴収や労働者派遣法の指導監督を効率的に行い、是正指
導の実効性を高めます。また、不合理な待遇差の解消に向けた取組
を要請するとともに、支援策の周知により、企業の自主的な取組を
促すことで、同一労働同一賃金の遵守徹底を図ります。
加えて、同一労働同一賃金ガイドライン等が改正された場合には、

その円滑な施行・適用に向けて、改正内容について労使等の関係者
に十分に理解されるよう、周知・啓発に取り組みます。

同一労働同一賃金
ガイドライン

パートタイム・有期雇用
労働法キャラクター
「パゆうちゃん」

リ・スキリング、労働移動の円滑化Ⅳ

リ・スキリングによる能力向上支援１

（１）教育訓練給付等による労働者個々人の学び・学び直しの支援の促進

教育訓練給付金の拡充及び理由を問わず電子申請を行うことができることについて引き続き積極的
な周知を図ります。
雇用保険被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に訓練期間中の生活費を支援する

「教育訓練休暇給付金」等について引き続き周知を図ります。

（２）求職者支援制度の活用促進

求職者支援制度について、就職可能性等を踏まえた適切な訓練
の受講勧奨が行えるよう、職員の知識向上に努めるとともに、部
門間の連携の強化や訓練受講者の状況に応じた効果的な就職支援
によるマッチング機能の向上に係る取組を積極的に推進します。

（３）公的職業訓練によるデジタル推進人材の育成支援

ハローワークにおいて、デジタル分野に係る
公的職業訓練への適切な受講勧奨により受講に
つなげるとともに、訓練開始前から訓練終了後
までのきめ細かな個別・伴走型支援により、再
就職の実現を図ります。

ハロートレーニング
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（４）人材開発支援助成金による人材育成の推進

人材開発支援助成金について、令和８年４月施行の
改正事項について積極的な周知を図ります。
また、事業展開等リスキリングコースについては、

適正な執行にも留意しつつ早期に支給出来るよう迅速
な審査を行います。

労働移動の円滑化２

（１）「job tag」や「しょくばらぼ」の活用による労働市場情報の見える化の促進

「job tag（職業情報提供サイト）」及び 「しょくばらぼ（職場情報総合サイト） 」を活用した職
業相談及び求人者の採用支援を進めるとともに、 job tagの積極的な周知を行います。

（２）ハローワークにおけるキャリアコンサルティング機能の充実等

ハローワーク職員に対し、キャリアコンサルタントの資格取得を促進します。加えて、より多くの
求職者に対して、ハローワークが実施している各種サービスの利用促進を図るため、SNS等を活用し、
周知・広報に取り組みます。

（３）地域雇用の課題に対応する地方公共団体の取組と連携

国と地方が一層連携して地域の実情に応じた雇用対策を行うとともに、希望する地方公共団体にお
いては当該団体が行う業務と国が行う無料職業紹介を一体的に実施します。
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（４）都市部から地方への移住を伴う地域を越えた再就職等の支援

岐阜県内への就職を希望する方にハローワークの全国ネットワー
クを活用した職業紹介や生活関連情報の提供等を行い、近隣労働局
等と連携した就職支援を実施します。

人手不足対策Ⅴ

（１）ハローワークにおける求人充足サービスの充実

（３）雇用仲介事業者への対応

（２）人材不足分野等における重点的な人材確保支援

ハローワークにおいて、オンラインを活用した求人受理を進めるととも
に、求人事業所に対し、求人条件緩和や魅力ある求人票の作成支援等の助
言、事業所情報の収集をきめ細かく行うなどの求人充足に向けたサービス
を実施し、求人者支援の充実を図ります。

医療・介護・保育・建設・警備・運輸分野など人材不足分野の
マッチング支援を強化するため、関係機関等と連携した人材確保
支援の充実を図るとともに、ハローワーク岐阜に設置した「人材
確保・就職支援コーナー」を中心に、潜在求職者の積極的な掘り
起こし、求人充足に向けた条件緩和指導等により、重点的なマッ
チング支援を実施します。
また、特に公定価格で運営される医療・介護・保育分野につい

ては、全てのハローワークにおいて、事業所へのアウトリーチ支
援や関係団体との連携を強化します。
加えて、社会保険労務士等を活用した雇用管理改善のコンサル

ティング等の活用を促すことにより、更なる求人充足支援に取り
組みます。

職業紹介事業者については、「人材サービス総合サイト」に
おける就職状況や離職状況、職種毎の平均手数料率実績等の公
開を義務化しており、適切に履行されるように取り組みます。
いわゆる「スポットワーク」の雇用仲介事業者についても、

寄せられた情報を基に必要な対応、指導を行います。

（４）課題解決型支援事業による人材確保支援

ハローワーク大垣に「課題解決支援チーム（仮称）」を設置し、地域の人手不足事業所等に対する
人材確保支援コンサルティングを含む分野別のマッチング支援を実施するとともに、ノウハウの蓄
積・横展開によるハローワーク全体の求人充足支援機能の更なる向上を図ります。

人材サービス
総合サイト
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多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組Ⅵ

多様な人材の活躍促進１

（１）高齢者の活躍促進

働く意欲のある高齢者が経験や知見を活か
し、年齢にかかわりなく活躍できるよう、独
立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
とも連携し、高齢者雇用施策の更なる周知・
啓発に努め、70歳までの就業機会確保等に向
けた環境整備を図ります。
また、県内５か所のハローワーク（岐阜、

大垣、多治見、高山、関）に設置する「生涯
現役支援窓口」において、高齢者向けの求人
開拓や雇用情報の提供、マッチングの強化な
ど、総合的な就労支援を行います。

（２）障害者の就労支援

令和８年７月の法定雇用率の更なる引上げにより、障害者雇用の機運が更に高まることが見込まれ
ることから、公務部門を含む雇用率未達成企業等に対する啓発・助言・指導に取り組むとともに、障
害者である求職者に対しては、ハローワークと地域の関係機関が連携し、採用の準備段階から採用後
の職場定着までの一貫したチーム支援等を実施します。加えてハローワークに専門の担当者を配置す
るなど多様な障害特性に対応した就労支援を推進します。
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（３）外国人求職者への就職支援等

県内５か所のハローワーク（岐阜、大垣、多治見、関、美濃加茂）に設置する外国人雇用サービス
コーナーにおいて、専門相談員による早期再就職の支援や安定的な就労の確保に向けた支援を行うと
ともに、岐阜新卒応援ハローワーク及びハローワーク大垣に設置する留学生コーナーにおいて、大学
等のキャリアセンター等と連携しつつ、留学早期からの情報提供等の支援を行います。
また、外国人労働者が多国籍化していることから、外国人労働者を雇用する事業所に対しては、事

業所訪問指導に加え、雇用管理セミナーの積極的な開催等により、適正な雇用管理に関する助言・援
助等を実施するとともに、外国人雇用状況届出制度の履行確保に取り組みます。

（４）就職氷河期世代を含む中高年層の就労支援

ハローワーク岐阜に設置する「キャリアアップコーナー」を中心
として、キャリアコンサルティング、生活設計面の相談、職業訓練
のアドバイス、求人開拓、就職後の定着支援など、就職から職場定
着まで一貫した支援を実施します。

（５）若者の就労支援

学校と新卒応援ハローワーク等の情報共有
により、支援対象者を早期に把握するととも
に、就職活動に乗り遅れた学生や年度後半に
なっても内定を得ることができない学生に対
しても、時期に応じたきめ細かな就職支援を
実施します。
正社員就職を希望する若者（３５歳未満で

安定した就労の経験が少ない求職者）を対象
に、わかもの支援コーナー等に配置する就職
支援ナビゲーターによるきめ細かな個別支援
を通じて正社員就職の実現を図ります。



女性活躍推進に向けた取組促進等２

（１）女性活躍推進に向けた取組及び女性の健康上の特性に係る取組の推進等

（２）マザーズコーナーによる子育て中の女性等に対する就職支援の実施

8

男女雇用機会均等法について、報告徴収等の実施により、性別を理由とした差別的取扱いに該当し
ないか等について確認し、法の着実な履行確保を図ります。
改正女性活躍推進法が令和８年４月１日から施行されることから、その改正内容等について労使に

十分に理解されるよう周知に取り組み、あわせて「女性の活躍推進企業データベース」の活用勧奨を
図ります。また、計画的な報告徴収等の実施により、改正法の内容も含めた女性活躍推進法の確実な
履行確保を図ります。さらに、優良な企業に対して、「えるぼし」認定取得に向けた働きかけを行い
ます。
加えて、女性が健康で能力を発揮できる職場環境整備を進めるため、改正された事業主行動計画策

定指針に基づき企業の取組を促すとともに、新設された「えるぼしプラス」認定制度の周知と取得勧
奨、両立支援等助成金の活用を通じて女性の健康課題への取組を推進します。

子育て中の女性等を対象とした専門窓口と
して県内４か所のハローワーク（岐阜、大垣、
多治見、高山）に設置したマザーズコーナー
において、求職者のニーズに応じたきめ細か
な就職支援を実施するとともに、関係機関と
連携したアウトリーチ型支援を実施します。
また、仕事と子育ての両立がしやすい求人確
保及びオンラインによる各種就職支援サービ
スの利用を促進します。

えるぼし３段階目 2７社

えるぼし２段階目 7社

えるぼし１段階目 1社

■えるぼし認定状況（令和７年12月末）
（複数の段階で認定している企業は高位で集計。）

働く女性の心と
体の応援サイト

女性の活躍推進
企業データベース

総合的なハラスメント防止対策の推進3

（１）職場におけるハラスメントに関する雇用管理上の防止措置義務の履行確保

パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等職場におけるハラスメント防止措置を講じてい
ない事業主に対し厳正な指導を実施すること等により、引き続き、法の履行確保を図ります。
また、適切なハラスメント防止措置が講じられるよう、事業主に対して、ウェブサイト「あかるい

職場応援団」の各種ツールの活用促進を図ります。

■えるぼしプラス



（２）カスタマーハラスメント対策及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の推進

9

令和７年６月に改正労働施策総合推進法等が成立し、事業主に対して、カスタマーハラスメントや
求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止のための雇用管理上の措置が令和８年10月１日から
義務付けられることとなったことを踏まえ、改正内容について労使に十分に理解されるよう、周知に
取り組むとともに、施行後は、カスタマーハラスメント防止指針や求職者等に対するセクシュアルハ
ラスメント指針等に基づき、着実な履行確保を図ります。
また、事業主に対して、ウェブサイト「あかるい職場応援団」の企業向け研修動画及び各種ツール

の活用促進を図り企業の取組を促します。

（１）仕事と育児・介護の両立支援

仕事と育児・介護の両立支援、多様な働き方の実現に向けた環境整備4

① 育児・介護休業法等の周知及び履行確保
令和７年４月と10月に段階的に施行されて

いる改正育児・介護休業法について、報告徴
収等の実施により着実な履行確保を図るとと
もに、労働者の権利侵害が疑われる事案や育
児休業の取得等を理由とする不利益取扱いが
疑われる事案を把握した場合には、事業主に
対する積極的な報告徴収・是正指導等を行い
ます。
また、両立支援等助成金の支給により、仕

事と育児・介護が両立しやすい職場環境整備
に取り組む事業主を支援します。
次世代育成支援対策推進法について、義務

企業の届出等の徹底を図るとともに、優良企
業に対する「くるみん」認定について周知し、
認定取得に向けた働きかけを行います。
加えて、不妊治療と仕事との両立支援に関

する認定制度「くるみんプラス」の制度の周
知と取得勧奨を行うとともに、両立支援等助
成金の活用も促し、不妊治療と仕事との両立
がしやすい職場環境整備を推進します。
② 出生後休業支援給付及び育児時短就業給
付の活用
「出生後休業支援給付」及び「育児時短就

業給付」について、引き続き周知に取り組む
とともに、円滑な支給に努めます。

■くるみん認定状況（令和7年12月末）

プラチナくるみん認定 ７社

くるみん認定 80社

プラス認定 ３社
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安全で健康に働くことができる環境づくり５

（１）長時間労働の抑制
令和８年度も監督署の「労働時間・相談支援班」において説明

会の開催、中小規模の事業場への個別訪問により、改正労働基準
法の周知等きめ細かな支援を行います。
また、11月の過労死等防止啓発月間に「過重労働解消キャン

ペーン」を実施し、労働局長によるベストプラクティス企業への
訪問、過重労働解消のためのセミナー等を実施するとともに、長
時間労働が疑われる事業場への重点監督を実施します。
基本的な労務管理体制に問題を抱える中小企業に対して「ぎふ

働き方改革推進支援センター」による支援を行います。
さらに、生産性を高めながら労働時間の削減等に取り組む中小

規模の事業場に対しては、「働き方改革推進支援助成金」の活用
を勧奨します。
① 建設業、自動車運送業等における労働時間短縮等に向けた支
援
建設業、自動車運転者及び医師については、令和６年４月から

時間外労働の上限規制が適用となっていることを踏まえ、上限規
制特別サイト「はたらきかたススメ」等を通じ、引き続き周知を
行います。
建設業、自動車運転者については、発注者や発着荷主といった

取引関係者に対して、関係省庁とも連携しながら、労働時間短縮
や長時間の恒常的な荷待ち時間の解消を要請します。
医師については、岐阜県医療勤務環境改善支援センター等と連

携し、医療機関への適切な支援を行います。

特設サイト
「はたらきかたススメ」

荷主企業への要請
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② 長時間労働の抑制に向けた監督指導
過重労働による健康障害防止のため、時間外・休日労働時間数が月80時間を超えていると考えられ

る事業場及び過労死等に係る労災請求が行われた事業場に対して、引き続き監督指導を実施します。

長時間労働の労働者がいる事業場の割合

月80時間超～100時間未満 月100時間以上

2
0.6

 

2
3.4

 

2
2.1

 

2
1.0

 

2
0.1

 

1
8.9

 

1
5.8

 

1
3.5

 

1
3.4

 

1
3.4

 

1
2.8

 

1
2.7

 

35.0

39.1

36.0

31.3

30.8

26.7

24.6

17.8

25.5

17.8

17.1 15.3

31.6 

36.5 

36.4 37.1 

28.0 

28.7 

21.9 

25.7 

28.1 

30.3 

28.3 

21.0 

16.4 

21.5 
19.4 

17.9 
15.3 

19.5 

6.0 
7.2 

5.8 
7.7 7.9 9.8 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

H25 26 27 28 29 30 R1 2 3 4 5 6

全業種 製造業 運送業 商業

1
1.1

 

1
2.6

 

1
2.1

 

9
.5 

9
.1 

9
.6 

7
.2 

4
.8 

5
.2 

4
.8 

4
.9 

5
.0 

19.1 

20.8 
19.8 

14.4 
13.6 

12.6 

13.8 

4.9 
5.9 

4.5 4.6 4.9 

16.5 
17.5 17.5 

15.4 

8.3 

15.6 

10.2 7.1 

11.1 
12.7 

13.8 

7.7 

5.1 

7.4 
8.3 

5.5 

6.4 

7.0 

1.0 1.7 2.0 2.3 
3.7 5.1 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

H25 26 27 28 29 30 R1 2 3 4 5 6

過労死等に係る労災請求の状況（岐阜県）

7

5
4

7

10

5

3

0

4

1 1 1

0

2

4

6

8

10

12

元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度

（件） 脳・心臓疾患の労災補償状況

25

17

30 31

27

42

8
5 6

4

11
9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度

（件） 精神障害の労災補償状況



13

（２）労働条件の確保・改善対策

①法定労働条件の確保等
事業場における基本的な労働条件の枠組み及び管理体制を確立、定着させ、法定労働条件

を確保します。
法違反が疑われる事業場に対しては、監督指導を行うとともに、「労働時間の適正な把握

のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の周知を徹底し、賃金不払残業が認
められた場合には、その是正を指導します。
重大・悪質な事案に対しては、司法処分も含め厳正に対処します。

労働条件に関する悩みの解消に役立つポータルサイト「確かめよう労働条件」の活用を促
進するとともに、学生等の若者への労働法の周知のため、地元大学等と連携し、労働法講義
やメールマガジン等の配信等により若年層への理解促進を図ります。

②特定分野における労働条件の確保
技能実習生等の外国人労働者、自動車運転者及び障害者の法定労働条件確保のため、引き

続き関係機関と連携して労働基準関係法令の周知を図るとともに、法違反の疑いがある事業
場に対して監督指導等を実施します。

③いわゆる「スポットワーク」に係る対応
「スポットワーク」を利用する際の留意事項を
リーフレットを活用して周知するとともに、監督署
に相談等が寄せられた場合には丁寧に対応します。

④「労災かくし」の排除に係る対策の一層の促進
「労災かくし」の排除を期すため、その防止に向けた周知・啓発を図るとともに、「労災

かくし」が明らかになった場合は、司法処分を含め厳正に対処します。

いわゆる「スポットワーク」の
留意事項等／厚生労働省HP
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（３）労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備

多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境を推進するため、第14次労働災害防止推進計画
（令和５年度から令和９年度まで）の目標達成に向け、労働災害防止対策、健康障害防止対策等に取り組みま
す。

労働災害発生状況の推移

Ｒ７年 死亡災害（事故型別） Ｒ７年 死傷災害（事故型別、年代別）

※災害統計の数字は、現行の締切日に合わせて、その時点の最新の数値に更新する。
令和７年労働災害統計 Ｒ8.2月末速報値：Ｒ8.3/11（水）～12（木）に速報値集計

労働者死傷病報告による（新型コロナ感染症によるものを除く。）
※R7は令和８年１月末の速報値による
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①改正労働安全衛生法等の円滑な施行に向けた周知徹底等
多様な人材が安全、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、令和８年から段階的に施行
されている労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律（以下「改正安衛法等」という。）の円
滑な施行に向けた周知と履行の確保に取り組みます。
加えて、改正労働施策総合推進法により事業主の努力義務となった「治療と就業の両立支援指針」についての周
知啓発や、事業主等に対する指導・援助等に取り組みます。

②第14次労働災害防止計画に基づく取組の推進
改正安衛法等により、令和８年４月から高年齢労働者の特性に配慮した作業環
境の改善や作業管理等の措置が事業者の努力義務とされ、措置の適切な実施のた
め「高年齢者の労働災害防止のための指針」の周知・指導を行います。建設業、造
船業、製造業の元方事業者が行う統括管理の対象等に、個人事業者等を含む作
業従事者が追加され、注文者や機械等貸与者等が講ずべき措置の対象にも個人
事業者等が含まれることになり、これら措置の履行確保に取り組みます。
各災害防止関係団体等と協力し、製造業については「危険性又は有害性等の調
査等に関する指針」及び「機械の包括的な安全基準に関する指針」に基づくリスクア
セスメントの確実な実施を促進します。また、陸上貨物運送事業については「陸上貨
物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」、建設業については、墜落・
転落災害防止のため関係法令やガイドライン、林業については「チェーンソーによる伐
採作業等の安全に関するガイドライン」の周知・指導を行います。

③労働者の健康確保対策の推進

④化学物質等による健康障害防止対策
化学物質の自律的管理に係る安衛関係法令が令和６年４月から施行されまし
たが、その対象化学物質（約2,900物質）が拡大されることから、化学物質の譲
渡・提供者による危険・有害性情報の表示及び通知の交付等や事業者によるリス
クアセスメントの実施の履行確保に取り組みます。
さらに、建築物等の解体・改修作業に従事する労働者の石綿ばく露を防止するた
め、解体等対象建築物等に対応した講習の修了者による石綿等の使用の有無に
係る事前調査の実施の徹底を図ります。

熱中症
クールワークキャンペーン

熱中症防止のための

ガイドライン」

治療と就業
の両立支援
指針

エイジフレンドリー指針
高年齢者の労働災害防止

のための指針

国による支援 エイジフレンドリー補助金の活用

中・高年齢者を中心に業種を問わず、
転倒災害が発生しています。

令和７年６月の安衛規則の改正により、事業者には熱中症の
おそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ
適切に対処するため、熱中症の自覚症状がある場合等の報告体
制の整備、重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作
成及びこれらの関係労働者への周知の措置が義務付けられてい
ます。これら改正内容の周知及び履行確保に引き続き取り組むと
ともに、「熱中症防止のためのガイドライン」の普及に努めていく方
針です。

改正安衛法により50人未満の小規模事業場においてもストレスチェックの実施が義務と
なるため、周知・支援を行います。この義務化に際し、中小企業・小規模事業者が円滑
に対応できるように、岐阜産業保健総合支援センターが行う研修、メンタルヘルス対策や
治療と仕事の両立支援対策の個別訪問支援、地域産業保健センターによる小規模事
業場への医師等の訪問支援等について利用勧奨を行います。

SDS

□ ----------
□ ----------
□ ----------
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（４）労災保険給付の迅速・適正な処理

フリーランス等の就業環境の整備６

（１）フリーランス・事業者間取引適正化等法の履行確保等

労災保険給付の請求については、標準処理期間内に完結するよう迅速な事務処理を行うとともに、
適正な認定に万全を期します。
特に社会的関心が高い過労死等事案をはじめとする複雑困難事案について、認定基準等に基づき、

迅速・適正な事務処理を一層推進します。
また、労災保険の窓口業務については、引き続き、認定基準に定める要件を含め相談者等に対する

丁寧な説明や請求人に対する処理状況の連絡等の実施を徹底します。

フリーランス（フリーランス・事業者間取引適正化等法上の特定受託事業者）から本法の就業環境
の整備違反に関する申出があった場合に、速やかに申出内容を聴取し、委託事業者に対する調査、是
正指導等を行うなど、昨年度に引き続き、本法の着実な履行確保を図ります。
また、フリーランスから発注者との間の取引上のトラブルについての相談があった際には、引き続

き「フリーランス・トラブル110番」を紹介するなど適切に対応します。
さらに、監督署に設置した「労働者性に疑義がある方の労働基準法相談窓口」に相談があった場合

には、労働者性の判断基準を丁寧に説明するなど適切に対応するとともに、申告がなされた場合には、
特段の事情がない限り、原則として労働者性の有無を判断し、必要な指導を行います。
また、被用者保険の更なる適用促進を図るため、監督署において労働基準法上の労働者と判断した

事案については、日本年金機構年金事務所及び労働局労働保険適用徴収部門への情報提供を徹底しま
す。
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労働保険適用徴収業務の適正な運営Ⅶ

１労働保険の未手続事業一掃対策
労働保険の未手続事業の把握と加入勧奨、手続指導を労働保険未手続事業一掃業務（委託
事業）の受託事業者と連携して行い、加入勧奨に応じない未手続事業主に対しては、労働局に
よる手続指導及び職権による成立手続を行い、保険料を徴収します。

２収納未済歳入額の縮減
労働保険料等の収納率の向上を重要課題とし、高額滞納事業主、複数年度にわたる滞納事業主
を重点に、適正かつ実効ある滞納整理を実施します。
法定納付期限内の確実な納付や、納付事務の負担軽減につながる口座振替制度について、より

一層の周知を図り利用促進に取り組みます。

３電子申請の利用促進
事業主が行う労働保険の各種手続において、電子申請の利用を勧奨するとともに、ホームペー
ジへの掲載や関係団体に対する協力要請など、あらゆる機会を通じて周知を図ります。

厚生労働省ホームページ
「労働保険の適用・徴収」



各種相談窓口のご案内
令和８年４月１日現在

名 称 電話番号 所 在 地 等

岐阜労働局総合労働相談コーナー （０５８）２４５‐８１２４ 岐阜市金竜町5-13 岐阜合同庁舎４階

岐阜総合労働相談コーナー（岐阜労働基準監督署内） （０５８）２0７‐００６８ 岐阜市五坪1-9-1 岐阜労働総合庁舎３階

大垣総合労働相談コーナー（大垣労働基準監督署内） （０５８４）８０‐５０７８ 大垣市藤江町1-1-1

高山総合労働相談コーナー（高山労働基準監督署内） （０５７７）３２‐１１８０ 高山市花岡町3-6-6

多治見総合労働相談コーナー（多治見労働基準監督署内） （０５７２）８８-８００１ 多治見市音羽町5-39-1 多治見労働総合庁舎３階

関総合労働相談コーナー（関労働基準監督署内） （０５７５）２２‐３２５１ 関市西本郷通3-1-15

恵那総合労働相談コーナー（恵那労働基準監督署内） （０５７３）２６‐２１７５ 恵那市長島町正家1-3-12 恵那合同庁舎２階

岐阜八幡総合労働相談コーナー
（岐阜八幡労働基準監督署内）

（０５７５）６５‐２１０１ 郡上市八幡町有坂1209-2 郡上八幡地方合同庁舎３階

●総合労働相談窓口

名 称 開設日／時間 電話番号 所 在 地 等

シティハローワーク各務原
（ふるさとハローワーク各務原）

月～金／9:30～17:00 （０５８）３７１‐３３３５
各務原市那加桜町２－１８６
各務原市産業文化センター5階

下呂市地域職業相談室
（ふるさとハローワーク下呂）

月～金／9:00～17:00 （０５７６）５２‐１３６５ 下呂市萩原町萩原1166-8 星雲会館4階

ハローワーク岐阜 薮田サテライト 月～土／9:15～18:00 （０５８）２７８‐０５２５ 岐阜市薮田南5-14-12 岐阜県シンクタンク庁舎２階

はたらき支援ルーム
（生活保護受給者等対象）

月～金／8:45～17:30 （０５８）２１４‐６１５７ 岐阜市司町40‐１ 岐阜市役所3階

ワークプラザおおがき 月～金／8:30～17:15 （０５８４）４７‐７５７１ 大垣市丸の内2-29 大垣市役所6階

ワークサロンたかやま 月～金／8:30～17:15 （０５７７）６２‐８４８６ 高山市花岡町2-18 高山市役所２階

●自治体と連携した相談窓口（ふるさとハローワーク、一体的実施窓口）

名 称 対応言語 開設日／時間 電話番号 所 在 地 等

岐阜労働局
労働基準部監督課

ポルトガル語
スペイン語

月～金/9:30～16:00 （０５８）２４５‐８１０２ 岐阜市金竜町5-13 岐阜合同庁舎3階

岐阜労働基準監督署 中国語 月火・木金/9:00～16:00 （０５８）２４7‐２３６８ 岐阜市五坪1-9-1  岐阜労働総合庁舎3階

多治見労働基準監督署 タガログ語 木・金/9:00～16:00 （０５７２）８８‐８００１ 多治見市音羽町5‐39‐1 多治見労働総合庁舎3階

●外国人労働者の相談窓口
【外国人労働者の労働条件相談（ポルトガル語・スペイン語・中国語・タガログ語）】

名 称 対応言語 開設日／時間 電話番号 所 在 地 等

ハローワーク岐阜
GAIKOKUJINコーナー

ポルトガル語
中国語
タガログ語

月～金/9:00～16:30 （０５８）２０６‐５０６３ 岐阜市五坪1-9-1

ハローワーク大垣
外国人コーナー

ポルトガル語 月～金/9:00～16:00

（０５８４）８０‐５０６１ 大垣市藤江町1-1-8中国語 月・火・木・金/9:00～16:00

英語 火/9:00～16:00

ハローワーク多治見
外国人雇用サービスコーナー

ポルトガル語

（０５７２）２２‐３３８４ 多治見市音羽町5-39-1 多治見労働総合庁舎1階タガログ語 月～金/9:00～17:00

英語

ハローワーク関
外国人雇用サービスコーナー

ポルトガル語 月～木/9:00～17:00 （０５７５）２２‐３２２３ 関市西本郷通4-6-10

ハローワーク美濃加茂
外国人雇用サービスコーナー

ポルトガル語
タガログ語

月～金/9:00～16:30 （０５７４）２５‐２１７８ 美濃加茂市深田町1-206-9

【外国人を対象にした職業相談（ポルトガル語・中国語・タガログ語・英語）】
※合法的に就労ができる外国人の方の職業相談の窓口

名 称 対応言語 開設日／時間 電話番号 所 在 地 等

可児外国人ワンストップ
雇用サービスコーナー

ポルトガル語
タガログ語

月～金/9:00～17:00 （０５７４）６３‐５５８６ 可児市広見1-5 可児市総合会館1階

ワークプラザおおがき ポルトガル語 水（第1.、3週）/9:00～16:00 （０５８４）４７‐７５７１ 大垣市丸の内2-29 大垣市役所6階

【市と連携した生活・職業相談コーナー（ポルトガル語・タガログ語）】

名 称 開設日／時間 電話番号 所 在 地 等

岐阜わかもの支援コーナー
月・火・木・金/10:00～18:00
水/10：00～19：00

（０５８）２６４‐７５５６
岐阜市吉野町6丁目31番地
岐阜スカイウイング37東棟２階

●正社員を目指す若者を対象とした相談窓口 ※各ハローワークでもご相談いただけます。

名 称 開設日／時間 電話番号 所 在 地 等

ハローワークプラザ可児 月～金/9:00～17:15 （０５74）６０‐５５８５ 可児市広見1-5 可児市総合会館1階

●ハローワーク多治見庁舎外窓口 ※職業紹介サービス及び雇用保険の失業給付（可児市・可児郡に居住の方）の申請等
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名 称 開設日／時間 電話番号 所 在 地 等

岐阜新卒応援ハローワーク
月・火・木・金／10:00～18:00
水／10:00～19:00

（０５８）２６４‐７５５０
岐阜市吉野町6丁目31番地
岐阜スカイウイング37東棟２階（ＪＲ岐阜駅前）

●学生及び卒業後３年以内の既卒者を対象とした相談窓口 ※各ハローワークでもご相談いただけます。
大学等の卒業予定者及び卒業後３年以内の既卒者を対象

【求人情報の提供、職業相談、援助、あっせん／職業適性診断】

●子育てをしながら就職を希望される方を対象とした相談窓口 ※各ハローワークでもご相談いただけます。

名 称 開設日／時間 電話番号 所 在 地 等

マザーズコーナー岐阜

月～金／8:30～17:15

（０５８）２４９‐２７５５ 岐阜市五坪1-9-1 ハローワーク岐阜内

マザーズコーナー大垣 （０５８４）７７‐５１７８ 大垣市藤江町1-1-8 ハローワーク大垣内

マザーズコーナー多治見 （０５７２）２２‐３３８４ 多治見市音羽町5-39-1 ハローワーク多治見内

マザーズコーナー高山 （０５７７）３２‐５４３３ 高山市昭和町2-220 ハローワーク高山内

●高齢者（65歳以上）を対象とした相談窓口 ※各ハローワークでもご相談いただけます。

名 称 開設日／時間 電話番号 所 在 地 等

ハローワーク岐阜 生涯現役支援窓口

月～金／8:30～17:15

（０５８）２０６-５０６４ 岐阜市五坪1-9-1

ハローワーク大垣 生涯現役支援窓口 （０５８４）７３-９２９５ 大垣市藤江町1-1-8

ハローワーク多治見 生涯現役支援窓口 （０５７２）２２‐３３８４ 多治見市音羽町5-39-1

ハローワーク高山 生涯現役支援窓口 （０５７７）３２‐１１４４ 高山市昭和町2-220

ハローワーク関 生涯現役支援窓口 （０５７５）２２‐３２２３ 関市西本郷通4-6-10

●人手不足分野（医療・福祉・建設・警備・運輸）における人材確保支援相談窓口 ※各ハローワークでもご相談いただけます。

名 称 開設日／時間 電話番号 所 在 地 等

人材確保・就職支援コーナー
（医療・福祉・建設・警備・運輸分野）

月～金／8:30～17:15 （０５８）２４７‐３２１３ 岐阜市五坪1-9-1 ハローワーク岐阜内

●各種相談窓口

●健康相談・保健指導窓口
産業保健（メンタルヘルス等）に関する様々な問題について、窓口又は電話等による無料相談

名 称 電話番号 所 在 地 等

独）労働者健康安全機構
岐阜産業保健総合支援センター

（０５８）２６３‐２３１１ 岐阜市吉野町6-16 大同生命・廣瀬ビル内

地
域
窓
口

岐阜地域産業保健センター （０５８）２５５‐０３７３ 岐阜市青柳町5-4 岐阜市医師会館内

西濃地域産業保健センター （０５８４）８８‐１５８８ 大垣市新田町1-8 大垣市医師会館内

飛騨地域産業保健センター （０５７７）３５‐３２１８ 高山市天満町4-70 ア・ラックスビル2階

東濃地域産業保健センター （０５７２）５６‐１２００ 土岐市土岐ヶ丘2-12-1 東濃労働基準協会内

中濃地域産業保健センター （０５７５）２４‐８２１９ 関市平和通6-11-1 ワークプラザ関内

恵那地域産業保健センター （０５７３）６８‐８１５３ 中津川市茄子川1683-180 恵那医師会館内

郡上地域産業保健センター （０５７５）６５‐５９０８ 郡上市八幡町小野3-2-13 岐阜八幡労働基準協会内

各種相談窓口のご案内
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名 称 電話番号 業 務 内 容

ぎふ働き方改革推進支援センター ０１２０-２２６-３１１
中小企業・小規模事業者等を中心に、長時間労働の削減、同一労働同
一賃金の実現などに向けた取組を、労務管理等の専門家が支援

岐阜県医療勤務環境改善支援センター （０５８）２７２ｰ８２５４
医師・看護師等の離職防止・定着促進のため、医療従事者の勤務環境
改善に取り組む医療機関をサポート

医療労務管理相談コーナー （０５８）２１３ｰ６７２４
医師の時間外労働の上限規制への円滑な対応など、医療従事者の勤務
環境の改善がが促進されるよう、医療機関の労務管理にに精通した専門
家が支援

岐阜県中小企業総合人材確保センター （０５８）２７８‐１１４６
中小企業等の人材確保に関する相談
企業と求職者のマッチング支援

岐阜県障がい者雇用企業支援センター （０５８）２１５‐０５８２ 障がい者の雇用や職場定着に関する企業からの相談

岐阜県総合人材チャレンジセンター （０５８）２７８‐１１４９ 求職者（ＵＩJターン希望者を含む）の就職支援センター

岐阜県女性の活躍支援センター （０５８）２１４‐６４３１
再就職に向けた就労・子育て等の相談（毎週水曜日は「キャリ☆ナビ
DAY」再就職等準備相談、プチ講座、交流会の実施）

岐阜県若者サポートステーション （０５８）２１６‐０１２５ 無職状態から、社会的・職業的自立を目指す若者やその保護者への相
談・支援飛騨高山サテライト （０５７７）３５‐４７７０

（公社）岐阜県労働基準協会連合会 （０５８）２７０‐０３８０
労務管理・産業安全及び労働衛生等に関する講習会や労働条件の適正
化等の支援、心と体の健康づくりをサポートする健康診断・作業環境測
定・ ＴＨＰ等の相談

（独）高齢・障害・求職者雇
用支援機構
岐阜職業訓練岐阜セン
ター

ポリテクセンター
岐阜

（０５７２）５４‐３１６２ 離職者の早期再就職に向けた職業訓練の実施、在職者の職業訓練や従
業員の能力開発に関する相談・援助、求職者支援制度での職業訓練の
実施に関する支援岐阜事務所 （０５８）２６５‐５８００

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構
岐阜障害者職業センター

（０５８）２３１‐１２２２
障害者の方々に対する職業相談・職業準備などの援助、事業主の方々
に対する障害者の雇入れや雇用管理に関する相談・支援

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構
岐阜支部高齢・障害者業務課

（０５８）２６５‐５８２３
高年齢者の雇用管理・助成金関係等、障害者の雇用促進・雇用納付金・
助成金等

（公財）介護労働安定センター岐阜支所 （０５８）２６４‐６８４６
介護労働者の雇用管理の改善のための相談援助と雇用管理担当者講
習の実施、介護員養成研修と資質向上のための各種講習

（公財）産業雇用安定センター岐阜事務所 （０５８）２４６‐７０６０
従業員の出向・再就職支援、求職者のキャリアコンサルティング及び委
託訓練・講習等の実施に関する支援



岐阜労働局のご案内

岐阜労働局金竜町庁舎
〒500-8723 岐阜市金竜町5-13 岐阜合同庁舎３階・４階・５階

岐阜労働局金町庁舎
〒500-8842 岐阜市金町4-30 明治安田生命岐阜金町ビル３階

電話

職業安定部

助成金センター （０５８）２６３‐５６５０

雇用保険電子申請事務
センター

（０５８）２６７‐５１２３

労働基準監督署・ハローワーク（公共職業安定所）一覧

所署名 所在地等 電話 管轄地区

労
働
基
準
監
督
署

岐阜労働基準監督署
〒500-8157 岐阜市五坪1-9-1
岐阜労働総合庁舎3階

方面 （０５８）２４７‐２３６８
岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、
瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡

安全衛生課 （０５８）２４７‐２３６９

労災課 （０５８）２４７‐２３７０

大垣労働基準監督署 〒503-0893 大垣市藤江町1-1-1

方面 （０５８４）７８‐５１８４
大垣市、海津市、不破郡、養老郡、
安八郡、揖斐郡

安全衛生課 （０５８４）８０‐５０８１

労災課 （０５８４）８０‐５０８２

高山労働基準監督署 〒506-0009 高山市花岡町3-6-6 （０５７７）３２‐１１８０ 高山市、飛騨市、下呂市、大野郡

多治見労働基準監督署
〒507-0037 多治見市音羽町5-39-1
多治見労働総合庁舎3階

監督課 (０５７２)８８‐８００１
多治見市、瑞浪市、土岐市、可児市、
可児郡

安全衛生課（０５７２）２２‐６３８２

労災課 （０５７２）８７‐６４８５

関労働基準監督署 〒501-3803 関市西本郷通3-1-15 （０５７５）２２‐３２５１ 関市、美濃市、美濃加茂市、加茂郡

恵那労働基準監督署
〒509-7203 恵那市長島町正家1-3-12
恵那合同庁舎2階

（０５７３）２６‐２１７５ 恵那市、中津川市

岐阜八幡労働基準監督署
〒501-4235 郡上市八幡町有坂1209-2
郡上八幡地方合同庁舎3階

（０５７５）６５‐２１０１ 郡上市

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
（公
共
職
業
安
定
所
）

岐阜公共職業安定所
〒500-8719 岐阜市五坪1-9-1
岐阜労働総合庁舎1,2階

（０５８）２４７‐３２１１
岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、
瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡

大垣公共職業安定所 〒503-0893 大垣市藤江町1-1-8 （０５８４）７３‐８６０９
大垣市、海津市、不破郡、養老郡、
安八郡

揖斐出張所
〒501-0605 揖斐郡揖斐川町極楽寺字
村前95-1

（０５８５）２２‐０１４９ 揖斐郡

多治見公共職業安定所
〒507-0037 多治見市音羽町5-39-1
多治見労働総合庁舎1,2階

（０５７２）２２‐３３８１
多治見市、瑞浪市、土岐市、可児市、
可児郡

高山公共職業安定所
〒506-0053 高山市昭和町2-220
高山合同庁舎1階

（０５７７）３２‐１１４４
高山市、飛騨市、下呂市（美濃加茂公共職

業安定所の管轄区域を除く。）、大野郡

恵那公共職業安定所
〒509-7203 恵那市長島町正家1-3-12
恵那合同庁舎1階

（０５７３）２６‐１３４１ 恵那市

関公共職業安定所 〒501-3803 関市西本郷通4-6-10 （０５７５）２２‐３２２３ 関市、美濃市

岐阜八幡出張所
〒501-4235 郡上市八幡町有坂1209-2
郡上八幡地方合同庁舎1階

（０５７５）６５‐３１０８ 郡上市

美濃加茂公共職業安定所 〒505-0043 美濃加茂市深田町1-206-9 （０５７４）２５‐２１７８ 美濃加茂市、下呂市のうち金山町、加茂郡

中津川公共職業安定所
〒508-0045 中津川市かやの木町4-3
中津川合同庁舎1階

（０５７３）６６‐１３３７ 中津川市

岐阜労働局トピックス等の情報はインターネットでご覧になれます

https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/

このリーフレットや労働局のことについてのお問い合わせ先

岐阜労働局雇用環境・均等室 TEL ０５８‐２４５‐１５５０

岐阜労働局庁舎の案内図

電話

総務部
総務課 （０５８）２４５‐８１０１

労働保険徴収室 （０５８）２４５‐８１１５

雇用環境・均等室 （０５８）２４５‐１５５０ 

労働基準部

監督課 （０５８）２４５‐８１０２

健康安全課 （０５８）２４５‐８１０３

賃金室 （０５８）２４５‐８１０４

労災補償課 （０５８）２４５‐８１０５

労災補償課医療係 （０５８）２４５‐８１８１

職業安定部

職業安定課 （０５８）２４５‐１３１１

職業対策課 （０５８）２４５‐１３１４

訓練課 （０５８）２４５‐１２６６

需給調整事業室 （０５８）２４５‐１３１２



令和８年度 岐阜県雇用対策協定 事業計画概要

１ 企業の人材確保支援

（１）県内企業の人材確保対策の推進
（２）人手不足分野等における人材確保対策
の推進
（３）地域のニーズを捉えた能力開発の推進

＜共同実施事業＞
• 岐阜県と岐阜労働局・ハローワークの一体的実
施事業の実施

• 人材確保に資する各種セミナー、面接会、職場
見学等の開催

• 地域の訓練ニーズを踏まえた効果的なハロート
レーニングの設定

• 「岐阜県中小企業総合人材確保センター」
における企業の人材確保の個別支援

• 合同企業展の開催

• 「働いてもらい方改革」の浸透を図るため、
企業経営者等を対象にした出前講座や交流
会を開催

• 県内企業に雇用された若者の奨学金の返還
を支援

• 人手不足分野における人材確保に向けた各
種セミナー、交流会、職場見学会等の開催

• 県内の幅広い求人ニーズに対応したハロー
トレーニングの実施

• 合同企業展への参画

• 「働き方改革推進支援センター」において
雇用管理改善等の助言提案

• 「人材確保・就職支援コーナー」での求人
充足支援と職業相談・紹介の実施

• 医療・介護・保育分野に関心のある求職者
の取り込みを進める

• 求人票へ「ぎふ・いきいき介護事業者」
「ぎふ建設人材育成リーディング企業」等
を記載

• 人材確保対策推進協議会を開催し、関係団
体とネットワークを構築

• 求職者に対する適切なハロートレーニング
への受講あっせん

２ 働き方改革の推進

（１）働き方改革関連法の周知徹底及び魅力
ある職場づくりの推進

（２）働き方改革に取組む企業に対する支援
（３）ワーク・ライフ・バランスの実現
（４）非正規雇用労働者の正社員転換・待遇

改善の実現
（５）最低労働条件の確保

＜共同実施事業＞
• 「地方版政労使会議」等を通じ、賃上げに向け
た機運醸成に努める

• 最低賃金に関する周知

• 県制度融資によるワーク・ライフ・バラン
スに取り組む中小企業者等への支援

• 「岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企
業登録制度」及び「岐阜県ワーク・ライ
フ・バランス推進エクセレント企業認定制
度」の推進

• 「岐阜県中小企業総合人材確保センター」
による正規雇用の促進

• 労働雇用課や各県事務所の「労働相談窓
口」において助言や情報提供の実施

• カスタマーハラスメント対策連携会議（仮
称）において、現状把握を行うとともに、
関係機関との連携を強化

• 新はつらつ職場づくり宣言企業の登録推
進

• 働き方改革関連法の周知・指導

• 「働き方改革推進支援センター」による
個別相談・セミナー等の実施

• 協定金融機関との連携による支援策の周
知

• 育児・介護休業法の履行の確保

• 正社員求人の確保・充足、非正規雇用か
ら正社員への就職支援

• 正社員求人を対象とした面接会の開催

• 職場のハラスメント防止措置の周知、行
政指導等による履行確保

• 改正労働施策総合推進法の周知、行政指
導等による履行確保

実施業務（岐阜県） 重点取組事項 実施業務（岐阜労働局）

岐阜県・岐阜労働局



３ 多様な人材の活躍推進
（１）女性の活躍推進
①女性活躍推進法の実効性確保
②女性の再就職支援・ひとり親に対する就
業対策の強化

＜共同実施事業＞
• 児童扶養手当の現況届提出時期に市町村臨
時窓口を設置し、「出張ハローワーク！ひ
とり親全力サポートキャンペーン」及び
「悩みごと相談」を実施

• 男女共同参画に関する講座の開催を希望す
る企業等に講師を派遣

• 「岐阜県男女共同参画・女性の活躍支援セ
ンター」における再就職希望者に対する講
座、就労、子育て相談等の実施

• 「岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企
業登録制度」及び「岐阜県ワーク・ライ
フ・バランス推進エクセレント企業認定制
度」の推進

• 「岐阜県ひとり親家庭等就業・自立支援セ
ンター」による就業・生活相談等の実施

• 「岐阜県総合人材チャレンジセンター」に
おける若年者雇用対策事業の推進

• 「産学金官連携人材育成・定着プロジェク
ト」事業などによる県内大学生等の県内就
職支援

• 「生活困窮者就労準備支援事業」による、
相談者の実情に応じた支援の実施

• 「岐阜県総合人材チャレンジセンター」に
おける就活に役立つセミナーの開催や企業
とのマッチング支援等の実施

• 主に就職氷河期世代の離職者を対象とした、
就職支援を重視した職業訓練の実施

• 「岐阜県若者サポートステーション」にお
ける臨床心理士によるメンタルカウンセリ
ングの実施

• 生活困窮者の就労体験や就労訓練の受け入
れ企業等の開拓を進めるとともに、協力企
業等の情報を市町村等の関係機関に提供

• 改正女性活躍推進法の周知、徹底

• 男女雇用機会均等法及び女性活躍推進法に
よる行動計画策定、情報公開等の履行確保

• 「女性の活躍推進企業データベース」の活
用を勧奨

• 「えるぼし」認定に関する企業の認定取得
の支援

• マザーズコーナー（ハローワーク岐阜・大
垣・多治見・高山）における総合的な就職
支援

• 求人票へ「岐阜県ワーク・ライフ・バラン
ス推進エクセレント企業」を記載

• 岐阜新卒者等人材確保推進本部会議、若年
者雇用問題検討会議の開催

• 学校、学生、求職者に対して「ユースエー
ル」、「くるみん」、「えるぼし」制度の
周知

• 岐阜わかもの支援コーナー等の担当者制に
よる職業相談・紹介の実施

• ハローワーク岐阜の専門窓口において、担
当者制によるチーム支援及び専門窓口以外
のハローワークにおけるきめ細かい就職支
援

• 対象求人の確保と雇用関係助成金の活用促
進

（２）若者の活躍推進
①新卒者等への正社員就職の支援
②フリーター・ニート等に対する就労支援
の推進

＜共同実施事業＞
• 「岐阜県総合人材チャレンジセンター」、
「岐阜県若者サポートステーション」、
「岐阜新卒応援ハローワーク」、「岐阜わ
かもの支援コーナー」の連携による就職支
援の実施

（３）中高年世代活躍支援の推進

＜共同実施事業＞
• 各関係機関からなるぎふ中高年世代活躍応
援プロジェクト協議会における支援の方向
性のとりまとめ

• 地域レベルでの支援による就職・社会参加
の実現に向けた市町村との連携

実施業務（岐阜県） 重点取組事項 実施業務（岐阜労働局）

岐阜県・岐阜労働局



（４）障がい者等の活躍推進
①障がい者・企業への職場定着支援の強化
②法定雇用率引き上げ等への対応・多様な
障がい特性に応じた就労支援の推進

③障がい者の職業能力開発の推進
④長期療養者の就労支援の強化等

＜共同実施事業＞
• 岐阜地域、西濃地域における障がい者就
職面接会の開催

• 各圏域での障がい者就労相談会（ジョブ
ミーティング） の開催

• 「岐阜県立障がい者職業能力開発校」の
周知と訓練生の確保

• 「障がい者職場活躍ナビゲーター」及び「障
がい者職場活躍サポーター」の養成

• 「障害者就業・生活支援センター」に専門人
材を配置し、就労に重点を置いた相談・支援
の充実を図るとともに就労、職場定着を支援
する体制を強化する。

• 「岐阜県障がい者総合就労支援センター」に
おける就労相談、職業訓練、職業紹介、職場
定着の総合的支援

• 「障がい者雇用企業支援センター」による企
業向けセミナーの開催

• 「働きたい！応援団ぎふ」登録企業を活用し
た特別支援学校で学ぶ生徒の就労支援

• 企業ニーズに対応した職業訓練メニューを組
成

• 岐阜県がん診療連携拠点病院での就労支援に
向けた取組みの財政支援

• 企業、求職者双方を対象とした専門家による
相談対応や、マッチングイベントの開催

• 「岐阜県シルバー人材センター連合会」と連
携し、 働く意欲のある高年齢者の就労を支
援

• 介護に関する入門的研修及び就業マッチング
の実施

• 外国人雇用企業相談窓口を設置し、外国人雇
用・定着に関する相談・伴走型支援の実施

• 外国人高校生等に対するキャリア支援の実施

• 外国人活用への理解促進と育成就労制度の周
知のためのセミナー及び外国人材紹介団体と
の交流会を建設業者向けに開催

• ぎふアグリチャレンジ支援センター等との連
携による外国人雇用や定着に向けた支援の実
施

• 県の関連施策についての情報提供をするなど
監理団体への支援の実施

• 関係機関との連携により、障害者向けチーム
支援を実施し、就職後の職場定着指導の実施

• 「精神・発達障害者しごとサポーター養成講
座」の開催

• 「就労パスポート」事業の普及、活用促進

• 「岐阜県障がい者総合就労支援センター」の
業務への協力

• 岐阜県への訓練ニーズの情報提供

• 岐阜県がん診療連携拠点病院と連携した出張
相談等による専門的な就職支援

• 長期療養者の就職支援について理解促進を図
る事業主向けセミナーの開催

• 生涯現役支援窓口（ハローワーク岐阜・大
垣・多治見・高山・関）における、支援チー
ムによる就労支援

• 65歳以上の求職者が活躍できる求人の確保

• 65歳を超えて継続雇用する制度の導入・普及
に向けた相談・援助

• 外国人労働者の適正な受入・雇用管理のため
の事業主への制度周知

• 労働局監督課及び労働基準監督署に設置の
「外国人労働者労働条件相談コーナー」にて
外国人労働者からの労働条件の相談を実施

• ハローワークに設置する通訳配置の外国人雇
用サービスコーナー（ハローワーク岐阜・大
垣・多治見・関・美濃加茂）を中心とした就
労支援

• 外国人雇用管理指針に基づく雇用管理改善指
導

• 技能実習実施者に対する監督指導

（５）高年齢者の活躍推進
①生涯現役社会実現に向けた取組
②シルバー人材センター事業の推進

＜共同実施事業＞
• 各自治体及びシルバー人材センター連合
会との連携体制強化による、シルバー人
材センター事業の促進

（６）外国人に対する就労支援と技能実習
制度（育成就労制度）の適正な運用

①外国人労働者の適正な雇用の推進
②技能実習制度（育成就労制度）の適正
な運用

＜共同実施事業＞
• 企業・団体への外国人雇用管理の要請、助言
等の実施

• 技能実習生受入適正化に係る情報共有と周知
連携

実施業務（岐阜県） 重点取組事項 実施業務（岐阜労働局）

岐阜県・岐阜労働局
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令和７年 11 月 26 日 

 

 

 

岐阜地方労働審議会 

    会長 栗山 知 殿 

 

 

 

                        岐阜県陶磁器上絵付業最低工賃専門部会 

                                 部会長 浅井 直美 

 

 

 

岐阜県陶磁器上絵付業最低工賃の改正決定について 

 

 

 

本専門部会は、令和７年６月 24 日、第１回専門部会を開催し、以来３回にわたり審議を重ねた結

果、別紙のとおり結論に達したので報告する。 

  

nakayan
フリーテキスト
　資料１



別 紙 

 

岐阜県陶磁器上絵付業最低工賃を次のように改正することが適当である。 

 

１ 適用する家内労働者 

岐阜県の区域内で陶磁器上絵付業に係る転写の業務に従事する家内労働者 

 

２ 適用する委託者 

前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者 

 

３ 第１号の家内労働者に係る最低工賃額 

次の表に掲げる品目欄、規格欄及び転写の業務欄の区分に応じ、１個につき、金額欄に掲げる金額 

 

品 目 

規 格 転写の業務 

金 額 
寸 法 形 状 転写紙の面積 

転写 

位置 

転写紙 

の枚数 

和 

食 

器 

飯茶わん 

(ふたなし) 

径が 11 センチメート

ル以上 12 センチメー

トル未満のもの 

丸形及 

び平形 
側面積の４分

の１以上４分

の３以下 

側面 

１枚 

５円 91 銭 

湯呑茶わん 

(ふたなし) 

径が５センチメート

ル以上８センチメー

トル未満のもの 

円筒形 ５円 91 銭 

小  皿 

径が 11 センチメート

ル以上 12 センチメー

トル未満のもの 

丸形 

平面積の４分

の１以上２分

の１以下 

平面 ５円 48 銭 

洋 

食 

器 

マグカップ 

径が７センチメート

ル以上９センチメー

トル未満のもの 

円筒形 

側面積の４分

の１以上４分

の３以下 

側面 ６円 30 銭 

ケーキ皿 

径が 17.5 センチメー

トル以上 19.5 センチ

メートル未満のもの 

丸形で 

リム形 

見込み面積の

２分の１以上 
見込み ７円 09 銭 

 

４ 効力発生の日 令和８年３月 31 日  



別 紙 

 

２ 審議経過一覧 

（１）第１回専門部会 

   日時 令和７年６月 24 日（火）午後２時～ 

   議事 ・部会長及び部会長代理の選出 

      ・専門部会運営規程の確認・議決 

      ・議事及び議事録の公開範囲について議決 

      ・第２回専門部会以降の審議日程確認 

      ・関係労使の意見聴取及び実地視察の実施の可否について議決 

      ・岐阜県陶磁器上絵付業最低工賃の推移及び諮問経緯確認 

      ・陶磁器上絵付業に係る転写作業の内容について動画視聴 

      ・陶磁器上絵付業家内労働工賃等実態調査の結果について確認 

 

（２）第２回専門部会 

   日時 令和７年９月８日（月）午後１時 30 分～ 

   議事 ・最低工賃の金額審議 

 

（３）第３回専門部会 

日時 令和７年 11 月 26 日（水）午後１時 30 分～ 

   議事 ・最低工賃の金額及び改正発効日について審議 

       

３ その他 

  特記事項なし 



 
 

岐地労審発第５号 

令和７年 11 月 26 日 

 

 

 

岐阜労働局長 

   原田 浩一 殿 

 

 

 

                        岐阜地方労働審議会 

                            会長 栗山 知 

 

 

 

岐阜県陶磁器上絵付業最低工賃の改正決定について（答申） 

 

 

 

本審議会は、令和７年３月５日付け岐労発基 0305 第１号をもって諮問のあった標記について、令

和７年６月 24 日専門部会を設け以来３回にわたり審議を重ねたところ、別紙のとおり結論に達した

ので答申する。 

なお、本件の審議にあたった専門部会委員の氏名は次のとおりである。 

 

公益代表委員         現 職 

   部会長 浅井 直美   あさい法律事務所 弁護士 

       大野 正博   学校法人朝日大学法学部 教授 

       栗山 知    栗山知法律事務所 弁護士 

 

家内労働者代表委員 

       和泉 真行   ＵＡゼンセン岐阜県支部 常任 

       佐藤 一幸   日本郵政グループ労働組合東海地方本部 副執行委員長 

       森川 昌也   日本労働組合総連合会岐阜県連合会（連合岐阜） 事務局長 

 

委託者代表委員 

       大脇 哲也   岐阜県商工会連合会 専務理事 

       川本 敏    岐阜県中小企業団体中央会 専務理事 

       若尾 昌輝   多治見陶磁器上絵加工工業協同組合 理事長 

kagak
フリーテキスト
（写）

nakayan
フリーテキスト
　資料２



別 紙 

岐阜県陶磁器上絵付業最低工賃を次のように改正することが適当である。 

 

１ 適用する家内労働者 

岐阜県の区域内で陶磁器上絵付業に係る転写の業務に従事する家内労働者 

 

２ 適用する委託者 

前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者 

 

３ 第１号の家内労働者に係る最低工賃額 

次の表に掲げる品目欄、規格欄及び転写の業務欄の区分に応じ、１個につき、金額欄に掲げる金額 

 

品 目 

規 格 転写の業務 

金 額 
寸 法 形 状 転写紙の面積 

転写 

位置 

転写紙 

の枚数 

和 

食 

器 

飯茶わん 

(ふたなし) 

径が 11 センチメート

ル以上 12 センチメー

トル未満のもの 

丸形及 

び平形 
側面積の４分

の１以上４分

の３以下 

側面 

１枚 

５円 91 銭 

湯呑茶わん 

(ふたなし) 

径が５センチメート

ル以上８センチメー

トル未満のもの 

円筒形 ５円 91 銭 

小  皿 

径が 11 センチメート

ル以上 12 センチメー

トル未満のもの 

丸形 

平面積の４分

の１以上２分

の１以下 

平面 ５円 48 銭 

洋 

食 

器 

マグカップ 

径が７センチメート

ル以上９センチメー

トル未満のもの 

円筒形 

側面積の４分

の１以上４分

の３以下 

側面 ６円 30 銭 

ケーキ皿 

径が 17.5 センチメー

トル以上 19.5 センチ

メートル未満のもの 

丸形で 

リム形 

見込み面積の 

２分の１以上 
見込み ７円 09 銭 

 

４ 効力発生の日 令和８年３月 31 日 



最低工賃一覧



男子既製洋服製造業・婦人服製造業 委託者数等の推移

各年４月１日現在（委託状況届集計値）
令和７年度は、12月実態調査結果から

婦人服製造業男子既製洋服製造業年 度
（西 暦） 家内労働者数委託者数家内労働者数委託者数

6072759921平成６年度
（1994年）

12518545平成２３年度
（2011年）

9013473平成２６年度
（2014年）

569323平成２９年度
（2017年）

469102令和２年度
（2020年）

31881令和５年度
（2023年）

5271令和６年度
（2024年）

5241令和７年度
（最低工賃適用対象のみ）



岐阜県最低賃金の推移



最低工賃決定の仕組み

最低工賃は、
● 厚生労働大臣又は都道府県労働局長が、
● 一定の地域内において一定の業務に従事する工賃の低廉な家内労働者の労働条件の改善を図るため、
● 審議会の意見を尊重して決定

（家内労働法第8条第1項）
最低工賃の額は、
● 最低工賃を決定しようとする地域内において、
● 同一又は類似の業務に従事する労働者に適用される最低賃金との均衡を考慮して
● 物品の一定単位毎に決定

（家内労働法第13条第1項、第2項）

諮問から効力発生までの流れ（概要図）

都道府県労働局長

地方労働審議会 公示

最低工賃専門部会
［調査審議］

1

７

効力発生

２ ３

４

５

諮問 答申

報告設置 30日間

本省

６



審議結果一覧

１．新設
新たに最低工賃を設立するもの。

２．改正
諮問した結果、最低工賃改正の答申がなされたもの。

３．廃止
諮問した結果、最低工賃廃止の答申がなされたもの。

４．見送り答申
諮問した結果、見送りが妥当との答申がなされたもの。

５．改正諮問見送り
諮問するに先立って、実態調査等の結果を踏まえ、改正を行

える状態ではないものと判断した場合に、各委員に説明し、了
解を得た上で、諮問を見送るもの。

実態調査 諮問 審議 答申（改正、廃止等） 公示

諮問見送り 見送り答申



最低工賃決定の手順①

家内労働者・委託者の申出
（法第11条第2項、則第7条） 都道府県労働局長

地方労働審議会

諮問（法第8条1項、第10条）

専門部会設置（法第21条第1項）

専 門 部 会

地方労働審議会

都道府県労働局長

関係家内労働者・委託者の意見聴取の公示
（法第11条第1項、則第6条第1項）

意 見 書

関係家内労働者・委託者の意見の聴取
（法第11条第1項、則第6条第2項）

報告

答申

再
審
議
（
法
第
8
条
第
2
項
）

あれば

あれば

続く



最低工賃決定の手順②

都道府県労働局長

地方労働審議会

都道府県労働局長

厚生労働省（在宅労働課）

効 力 発 生

関係家内労働者・委託者
の異議の申出

法第9条第2項、則第5条第1項
（15日以内） 異議の申出あり 異議の申出なし

法第9条第3項

法第12条第1項、則第8条

法第12条第2項（30日間）

再審議

答申要旨の公示

法第9条第1項、則第4条

あれば

雇用環境・均等部会（家内労働部会）

決 定 公 示

報告

答申

改 正 決 定

改 正 決 定



男子既製洋服製造業 

  婦人服製造業    家内労働工賃等実態調査結果（R8.2月） 

 

１．調査対象 

   令和７年４月以降に委託状況届を提出した委託者のうち、岐阜県内の家内労働者に

男子既製洋服及び婦人服の「縫製」「まとめ」を委託していると届け出た委託者及び当

該委託者が委託する家内労働者。 

２．調査方法等 

  ①委託者調査 

   前記１の委託者に対して、令和７年 12 月１日に委託者調査票を送付し、実地調査に

より調査票を回収した。 

   回収できた委託者は９社。うち１社は事業を廃止していた。（回収率88.9％） 

②家内労働者調査 

実地調査により、男子既製洋服製造業最低工賃、婦人服製造業最低工賃の適用があ

る品目の委託を受けている家内労働者がいる委託者３社に家内労働者調査票を配布し、

郵送により家内労働者調査票を回収した。 

配布対象家内労働者は３社で９人、うち提出があったのは３社で７人。（回収率

77.8％） 

 

３．調査項目 

 （１）委託者調査票 

   ・事業所に関する事項 

   ・最低工賃設定品目に関する委託実績の有無等 

   ・家内労働者に関する事項 

   ・委託者の経営状況等 

（２）家内労働者調査票 

   ・家内労働者に関する事項 

   ・最低工賃設定品目に関する作業量等 

   ※別添「男子既製洋製造業・婦人服製造業 家内労働工賃等実態調査」調査票参照。 

   

４．調査結果 

 （１）事業所に関する事項について（別紙１） 

   ①経営状況等について 

原材料価格について、令和５年と比較して令和７年は上昇したと回答した委託

者が５社、無回答が３社であった。令和８年の見通しについては、上昇すると回

答した委託者は５社、無回答３社であった。 

資料３ 



 

    ・収益については令和５年と令和７年を比較して下落すると回答した委託者が５

社、変わらないと回答した委託者は１社、無回答が２社。令和８年の見通しは下

落すると回答した委託者は６社、無回答２社であった。 

    ・経営状況については令和５年と比較して令和７年は悪化したと回答した委託者

は６社、無回答は２社であった。令和８年の見通しについて、悪化すると回答し

た委託者は６社、無回答２社であった。 

   ②家内労働者に関する事項について 

・家内労働者数は令和５年に比べて減ったと回答した委託者は６社、変わらない

と回答した委託者は１社、無回答１社であった。令和８年の見通しについては、

減ると回答した委託者は２社、変わらないと回答した委託者は４社、無回答２社

であった。 

    ・工賃単価については、令和５年と比べて令和７年は上昇したと回答した委託者

は１社、変わらないと回答した委託者は６社、無回答１社であった。令和８年の

見通しについては、変わらないと回答した委託者は６社、無回答２社であった。 

    ・委託量については、令和５年と比較して令和７年は減少したと回答した委託者

は３社、変わらないと回答した委託者は４社、無回答１社であった。令和８年の

見通しについては、減少すると回答した委託者は２社、変わらないと回答した委

託者は４社、無回答２社であった。 

  

（２）男子既製洋服製造業について（別紙２、３、４） 

・男子既製洋服製造業に係る家内労働者への委託を行っている委託者は１社であ

り、家内労働者は４名であった。 

    委託者が１社であるため、工賃額の平均を出すことはできなかった。 

・最低工賃設定品目のうち、この委託者はズボンの製造を行っており、委託内容は

縫製業務ではポケット作り、まとめでは工賃設定の全ての作業であった。 

・工賃額は最低工賃額よりも高い水準であった。 

・令和７年10月の工賃額を年齢別に示した表が別紙３、委託期間別に示した表が別

紙４である。 

  

（３）婦人服製造業について（別紙５、６、７） 

   ・婦人服製造業については、最低工賃設定品目を製造している委託者が２社、最

低、家内労働者は５名であった。 

    ほかの２社は最低工賃設定外の品目（ブラウス）を製造しているため、別紙５、

別紙６及び別紙７は婦人服製造業の委託者調査は工賃設定品目を委託している２社

５名分のみ集計した。 

・工賃については、縫製業務を委託している委託者が１社、上衣のまとめ工程を委

託している委託者が１社であった。 



 

このため、工賃額の平均、１工程の完成に係る時間の平均及び１時間当たりの作

業量の平均を出すことはできなかった。 

・工賃額は最低工賃より高い水準であった。 

・令和７年10月の工賃額を年齢別に示した表が別紙６、委託期間別に示した表が別

紙７である。 

 

（４）家内労働者調査について（別紙８） 

・家内労働者調査については、配布した９名中７名から回答を受けた。このうち、

委託を受けた業務を行う補助者がいると回答した者は２名で、いずれも補助者は１

名であった。 

・７名のうち３名は男子既製洋服のズボンまとめ３工程を一括して作業しており、

１工程の完成にかかる時間は最低30分、最高60分であった。 

 １時間に完成する数は最低３分の１本分、最高１本分であった。 

・婦人服製造業の最低工賃適用対象業務を行っている者について、回答のあった４

名の作業はいずれも異なっており、各作業別の平均は算出できなかった。 

 

（５）その他 

・調査を行った事業場のうち、婦人服製造業で最低工賃設定品目以外の委託を行っ

ている家内労働者の令和７年10月分工賃額を参考１及び２に、最低工賃設定外の業

種に係る委託を行っている家内労働者の令和７年10月における工賃額を参考３及び

４に、それぞれ年齢別、委託期間別に取りまとめた表を作成した。 



№ 事業所名（業種等） 男性 女性 合計
原材料
価　格

収益 経営状況
原材料
価　格

収益 経営状況
家内労
働者数

工賃単価 委託量
家内労
働者数

工賃単価 委託量

1 岩佐縫製（有） 0 1 3 4 モーニングのズボン ↑ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ⇔ ↓ ↓ ⇔ ↓

1 (株)タナカ繊維 3 3 0 3 婦人礼服 ↑ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔

2 （株）ジュニアー萩原ソーイング 15 0 2 2 上衣 ↑ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ⇔ ↓ ↓ ⇔ ↓

3 服部縫製（株） 0 0 2 2 男性用シャツ、ブラウス ↓ ↓ ↓ ↓ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔

4 ブラウスのユリヤ 2 1 4 5 ブラウス ↑ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔

1 (株)田幸　服飾工場 13 0 3 3 芯地 ↓ ⇔ ↓

2 （株）あーる工房 2 2 2 4 洋服リフォーム ↑ ⇔ ⇔ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔

3 多田縫製 0 0 1 1 高校制服

4 丸千被服（株） 女子学校服（R7.10廃止） 事業廃止

7 17 24 ↑ 5 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0

1 3 4 ⇔ 0 1 1 0 0 0 1 6 4 4 6 4

4 8 12 ↓ 0 5 5 0 6 6 6 0 3 2 0 2

2 6 8 ＊及び空欄 3 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2

男子既製洋服・婦人服製造業　家内労働工賃等実態調査　企業に関する集計

委託者
家内労働者数
(人）

令和５年と令和７年
の

経営状況等の比較

令和８年の
経営状況等の見通し労働者

数
(人）

生産品目等

うち　最低工賃適用対象外業種

※　↑：増加・上昇・改善、↔：変わらない、↓：減少・下落・悪化、＊：わからない、空欄：未回答

令和５年と令和７年の
家内労働者の状況比較

令和８年の家内
労働者の状況見通し

備考

家内労働者総計

うち　男子既製洋服製造業　

うち　婦人服製造業　

男子既製洋服製造業

婦人服製造業

（以下の委託者は、婦人服製造業に該当するが、委託品目が最低工賃設定品目外であるもの）

その他の繊維工業（最低工賃適用対象外業種）

別
紙
１



別紙２

品目 業務 工程 家内労働者数
工賃単価
（最低額）

1工程の
作業時間

1時間当たり
完成数

身返し 145円

そで作り 145円

ポケット作り 200円

1　そでまつり 95円

2　そで口まつり 40円

3　身返し星入れ 36円

4　ベンツまつり 13円

5　すそまつり 17円

6　ボタン付け及びせっぱ 41円

7　すそ裏まつり 41円

8　背鎖止め 10円

複数工程「まとめ」委託

縫いっぱなし 340円

ポケット作り 2人 280円 20枚 44円

１腰裏かんぬき止め 2人 60円 5分 20本 18円

２前立てまつり 2人 20円 5分 20本 6円

３ボタン付け 2人 25円 5分 20本 10円

複数工程「まとめ」委託

男子既製洋服製造業に係る委託業務別家内労働者数、
工賃単価、1工程当たりの作業時間、１時間当たり完成数

（令和７年　企業別）

岐阜県
最低工賃

委託者 A

縫
製

縫
製

ま
と
め

ズ
ボ
ン

背
広
上
衣

ま
と
め



別紙３

家内労働者
年齢

令和7年
10月分工賃

1 1 1 3

25.00% 25.00% 25.00% 75.00%

1 1

25.00% 25.00%

1 1 2 4

25.00% 25.00% 50.00% 100.00%

20万円以上
25万円未満

25万円以上
30万円未満

30万円以上

70歳以上

計

6万円以上
7万円未満

7万円以上
8万円未満

8万円以上
9万円未満

9万円以上
10万円未満

10万円以上
15万円未満

15万円以上
20万円未満

1万円未満

1万円以上
2万円未満

2万円以上
3万円未満

3万円以上
4万円未満

4万円以上
5万円未満

5万円以上
6万円未満

男子既製洋服製造業に係る家内労働者の年齢階層別
１か月の工賃額（令和７年10月）

30歳未満
30歳
～
39歳

40歳
～
49歳

50歳
～
59歳

60歳
～
69歳

計



別紙４

家内労働者
委託期間

令和7年
10月分工賃

1 1 1 1

25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

1 1

25.00% 25.00%

1 1 2 4

25.00% 25.00% 50.00% 100.00%

20万円以上
25万円未満

25万円以上
30万円未満

30万円以上

20年以上

計

6万円以上
7万円未満

7万円以上
8万円未満

8万円以上
9万円未満

9万円以上
10万円未満

10万円以上
15万円未満

15万円以上
20万円未満

1万円未満

1万円以上
2万円未満

2万円以上
3万円未満

3万円以上
4万円未満

4万円以上
5万円未満

5万円以上
6万円未満

男子既製洋服製造業に係る家内労働者の委託期間別
１か月の工賃額（令和７年10月）

1年未満
1年
～
4年

5年
～
9年

10年
～
19年

未記入 計



別紙５

品
目

業
務
工程

家内労
働者数

工賃単価
（最低額）

1工程の
作業時間

1時間当たり
完成数

家内労
働者数

工賃単価
（最低額）

1工程の
作業時間

1時間当たり
完成数

最低工賃 最高工賃 平均工賃

丸縫い 1人 2,400円 60分 1枚 2,400円 2,400円 2,400円 730円

そで縫い 88円

身ごろ表縫い 115円

身ごろ裏縫い 85円

飾りボタン付け 5円

かぎホック付け 10円

スナップ付け 10円

糸ループ付け 7円

複数工程
「まとめ」委託

そで作り 1人 2,200円 60分 1枚 2,200円 2,200円 2,200円 101円

身ごろ表縫い 115円

身ごろ裏縫い 105円

そで裏まつり 60円

身返し千鳥掛け 11円

飾りボタン付け 2人 10円 35個 10円 10円 10円 5円

力ボタン付き
根巻きボタン付け 10円

根巻きボタン付け 2人 12円 30個 12円 12円 12円 8円

複数工程
「まとめ」委託

縫
製
丸縫い 1人 900円 30分 2枚 900円 900円 900円 350円

飾りボタン付け 5円

力ボタン付き
根巻きボタン付け 8円

根巻きボタン付け 7円

かぎホック付け 10円

スナップ付け 10円

糸ループ付け 6円

複数工程
「まとめ」委託

ス
カ
ー

ト

ま
と
め

縫
製

縫
製

ま
と
め

ワ
ン
ピ
ー

ス

ま
と
め

上
衣
（

ブ
ラ
ウ
ス
除
く
）

婦人服製造業に係る委託業務別家内労働者数、工賃単価、
1工程当たりの作業時間、１時間当たり完成数（令和７年　企業別）

委託者 工賃単価
岐阜県
最低工賃

A B



別紙６

家内労働者
年齢

令和７年
10月分工賃

2 2

40.00% 40.00%

1 1

20.00% 20.00%

1 1

20.00% 20.00%

1 1

20.00% 20.00%

2 3 5

40.00% 60.00% 100.00%

※最低工賃設定品目の作業を行う者のみ集計。

20万円以上
25万円未満

25万円以上
30万円未満

30万円以上

計

6万円以上
7万円未満

7万円以上
8万円未満

8万円以上
9万円未満

9万円以上
10万円未満

10万円以上
15万円未満

15万円以上
20万円未満

5万円以上
6万円未満

婦人服製造業に係る家内労働者の年齢階層別
１か月の工賃額（令和７年10月）

30歳未満
30歳
～
39歳

40歳
～
49歳

50歳
～
59歳

60歳
～
69歳

70歳以上 計

1万円未満

1万円以上
2万円未満

2万円以上
3万円未満

3万円以上
4万円未満

4万円以上
5万円未満



別紙７

家内労働者
委託期間

令和７年
10月分工賃

2 2

40.00% 40.00%

1 1

20.00% 20.00%

1 1

20.00% 20.00%

1 1

20.00% 20.00%

2 0 3 5

40.00% 0.00% 60.00% 100.00%

※最低工賃設定品目の作業を行う者のみ集計。

婦人服製造業に係る家内労働者の委託期間別
１か月の工賃額（令和７年10月）

計

6万円以上
7万円未満

7万円以上
8万円未満

8万円以上
9万円未満

9万円以上
10万円未満

10万円以上
15万円未満

15万円以上
20万円未満

30万円以上

20万円以上
25万円未満

25万円以上
30万円未満

5万円以上
6万円未満

1年未満
1年
～
4年

5年
～
9年

10年
～
19年

3万円以上
4万円未満

4万円以上
5万円未満

20年以上 計

1万円未満

1万円以上
2万円未満

2万円以上
3万円未満



家内労働者
年齢

令和7年
10月分工賃

1 1

14.29% 14.29%

2 2

28.57% 28.57%

1 1

14.29% 14.29%

2 2

28.57% 28.57%

1 1

14.29% 14.29%

7 7

0.00% 100.00% 100.00%

5万円以上
6万円未満

参考１　婦人服製造業のうち最低工賃適用対象外品目に係る
家内労働者の年齢階層別１か月当たり工賃額（令和７年10月）

30歳未満
30歳
～
39歳

40歳
～
49歳

50歳
～
59歳

60歳
～
69歳

70歳以上 計

1万円未満

1万円以上
2万円未満

2万円以上
3万円未満

3万円以上
4万円未満

4万円以上
5万円未満

20万円以上
25万円未満

25万円以上
30万円未満

30万円以上

計

6万円以上
7万円未満

7万円以上
8万円未満

8万円以上
9万円未満

9万円以上
10万円未満

10万円以上
15万円未満

15万円以上
20万円未満



家内労働者
委託期間

令和7年
10月分工賃

1 1

14.29% 14.29%

1 1 2

14.29% 14.29% 28.57%

1 1

14.29% 14.29%

2 2

28.57% 28.57%

1 1

14.29% 14.29%

1 6 7

14.29% 85.71% 100.00%

参考２　婦人服製造業のうち最低工賃適用対象外品目に係る
家内労働者の委託期間別１か月当たり工賃額（令和７年10月）

5万円以上
6万円未満

1年未満
1年
～
4年

5年
～
9年

10年
～
19年

20年以上 計

1万円未満

1万円以上
2万円未満

2万円以上
3万円未満

3万円以上
4万円未満

4万円以上
5万円未満

20万円以上
25万円未満

25万円以上
30万円未満

30万円以上

計

6万円以上
7万円未満

7万円以上
8万円未満

8万円以上
9万円未満

9万円以上
10万円未満

10万円以上
15万円未満

15万円以上
20万円未満



家内労働者
年齢

令和7年
10月分工賃

3 3

42.86% 42.86%

1 1

14.29% 14.29%

1 1

14.29% 14.29%

1 1

14.29% 14.29%

1 1

14.29% 14.29%

0

0.00%

1 6 7

14.29% 85.71% 100.00%

5万円以上
6万円未満

参考３　最低工賃適用対象外業種に係る家内労働者の
年齢階層別１か月当たり工賃額（令和７年10月）

30歳未満
30歳
～
39歳

40歳
～
49歳

50歳
～
59歳

60歳
～
69歳

70歳以上 計

1万円未満

1万円以上
2万円未満

2万円以上
3万円未満

3万円以上
4万円未満

4万円以上
5万円未満

20万円以上
25万円未満

25万円以上
30万円未満

30万円以上

計

6万円以上
7万円未満

7万円以上
8万円未満

8万円以上
9万円未満

9万円以上
10万円未満

10万円以上
15万円未満

15万円以上
20万円未満



家内労働者
委託期間

令和7年
10月分工賃

1 1 1 3

14.29% 14.29% 14.29% 42.86%

1 1

14.29% 14.29%

1 1

14.29% 14.29%

1 1

14.29% 14.29%

1 1

14.29% 14.29%

1 2 3 1 7

14.29% 28.57% 42.86% 14.29% 100.00%

5万円以上
6万円未満

参考４　最低工賃適用対象外業種に係る家内労働者の
委託期間別別１か月当たり工賃額（令和７年10月）

1年未満
1年
～
4年

5年
～
9年

10年
～
19年

20年以上 計

1万円未満

1万円以上
2万円未満

2万円以上
3万円未満

3万円以上
4万円未満

4万円以上
5万円未満

20万円以上
25万円未満

25万円以上
30万円未満

30万円以上

計

6万円以上
7万円未満

7万円以上
8万円未満

8万円以上
9万円未満

9万円以上
10万円未満

10万円以上
15万円未満

15万円以上
20万円未満



別紙８-1

1 女性 70歳以上 無 10年以上 9,315円

2 女性 70歳以上 無 20年以上 31,880円

3 男性 70歳以上 有１人 20年以上 99,010円

4 男性 70歳以上 有１人 20年以上 452,760円

5 男性 70歳以上 無 20年以上 70,840円

6 女性 70歳以上 無 20年以上 3,045円

7 女性 50～59歳 無 10～19年 0円

家内労働者調査結果
家内労働者調査票【１ページ】　家内労働者性別等

通番 性別 年齢
補助者の
有無・人数

委託業務
従事期間

令和7年10月
工賃月額



別紙８-２

1 女性 70歳以上 10年以上

2 女性 70歳以上 20年以上

3 男性 70歳以上 20年以上

4 男性 70歳以上 20年以上

5 男性 70歳以上 20年以上

6 女性 70歳以上 20年以上

7 女性 50～59歳 10～19年

1 女性 70歳以上 10年以上

まとめ3工程
（腰裏かんぬ
き止め、ボタ
ン付け、前立
てまつり）

45 分～ 60 分

2 女性 70歳以上 20年以上

まとめ3工程
（腰裏かんぬ
き止め、ボタ
ン付け、前立
てまつり）

30 分～ 40 分

3 男性 70歳以上 20年以上

4 男性 70歳以上 20年以上

5 男性 70歳以上 20年以上

6 女性 70歳以上 20年以上

まとめ3工程
（腰裏かんぬ
き止め、ボタ
ン付け、前立
てまつり）

40 分～ 50 分

7 女性 50～59歳 10～19年

1回

1回

1/3回～1回

回答なし

家内労働者調査票【３ページ】　作業時間等（男子ズボン）
家　内
労働者
番　号

性別 年齢
作業

従事期間
工程名 1枚当たりの作業時間 1時間あたり完成数

家内労働者調査票【２ページ】　作業時間等（男子背広上衣）
家　内
労働者
番　号

性別 年齢
作業

従事期間
工程名 1枚当たりの作業時間 1時間あたり完成数



別紙８－３

1 女性 70歳以上 10年以上 分～ 分

2 女性 70歳以上 20年以上 分～ 分

3 男性 70歳以上 20年以上 分～ 分

4 男性 70歳以上 20年以上 分～ 分

5 男性 70歳以上 20年以上 丸縫い 50 分～ 60 分

6 女性 70歳以上 20年以上 分～ 分

7 女性 50～59歳 10～19年 分～ 分

1 女性 70歳以上 10年以上 分～ 分 個～ 個

2 女性 70歳以上 20年以上 分～ 分 個～ 個

3 男性 70歳以上 20年以上 分～ 分 個～ 個

4 男性 70歳以上 20年以上 そで作り 60 分～ 分

5 男性 70歳以上 20年以上 分～ 分 個～ 個

6 女性 70歳以上 20年以上 分～ 分 個～ 個

7 女性 50～59歳 10～19年 根巻きボタン付け 50 分～ 60 分

1 女性 70歳以上 10年以上 分～ 分

2 女性 70歳以上 20年以上 分～ 分

3 男性 70歳以上 20年以上 丸縫い 30 分～ 分

4 男性 70歳以上 20年以上 分～ 分

5 男性 70歳以上 20年以上 分～ 分

6 女性 70歳以上 20年以上 分～ 分

7 女性 50～59歳 10～19年 分～ 分

2枚

1枚

7枚（1枚に5個付ける）

家内労働者調査票【６ページ】　作業時間等（婦人スカート）
家　内
労働者
番　号

性別 年齢
作業

従事期間
工程名 1枚当たりの作業時間 1時間あたり完成数

1枚

家内労働者調査票【５ページ】　作業時間等（婦人上衣）
家　内
労働者
番　号

性別 年齢
作業

従事期間
工程名 1枚当たりの作業時間 1時間あたり完成数

家内労働者調査票【４ページ】　作業時間等（婦人ワンピース）

家　内
労働者
番　号

性別 年齢
作業

従事期間
工程名 1枚当たりの作業時間 1時間あたり完成数
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